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環境への影響
を調べる方法
や調査の項目
について話し
合いながら決
めていきます。

枠組み
づくり

環境への影響
を調査し、必

要な場合には
対応策を協議

します。

調査し
保全対策

を協議

これまでの話
し合いや調査、
また必要な環
境保全策につ
いて報告書に
まとめます。

最終の
報告書

方法書 準備書 評価書

ステップ① ステップ② ステップ③

説明会・意見交換会を実施します。

ステップ①とステップ②では、周辺の皆様

や関係者の皆様と、調査の方法や調査

結果、環境保全

対策について話

し合いを行います。

審査会を開催します。

ステップ①では調査の方法について、

ステップ③では調査結果と環境保全対

策について、環境の

専門家の方々に審査

していただきます。

はじめに 

横浜市緑区長津田町に位置する、東京工業大学すずかけ台キャンパスでは、1971 年（昭和 46 年）に

十分な緑地保存の上で土地の公益利用を基本とする土地利用計画が策定され、現在に至るまで本学三大

キャンパスの一つとして最先端の教育・研究が行われてきました。この度、施設の狭隘解消を図り、教

育・研究の更なる発展を推進するため、すずかけ台 J3 棟整備等事業を実施する運びとなりました。これ

は、同棟の設計・建設・維持管理を、一貫して PFI 事業として実施するものです。

本事業は「横浜市環境影響評価条例」の対象事業には該当しませんが、高層建築物であり周辺環境へ

の影響に配慮することが望ましいと考え、自主的（任意）に「ミニアセスメント」を実施することとし

ました。これは、周辺住民の皆様に、この建築物による環境への影響を本学が十分配慮することをご理

解頂くためのものです。「ミニアセスメント」では、下図のように、環境への影響を調査する項目やその

方法といった枠組みづくりからはじめ、実際に調査を行い必要な保全対策について協議します。そして

最後に、これまでの話し合いや調査の結果、必要な環境保全策などを報告書にまとめます。

本事業に際しては、キャンパス内に残る豊かな緑地を活かし、横浜市「水と緑の基本計画」にも示さ

れる、まとまりのある緑地の保存に努め、周辺環境に配慮した計画を進めます。また、省資源・省エネ

ルギーの工夫を取り入れ、CO2 削減や環境負荷の低減に努めてまいります。



自主ミニアセスメントスケジュール 
段階 月/日（曜日） 事 項

01/22（金） ・説明会及び意見交換会の周知を開始.
02/09（火） ・説明会及び意見交換会配付資料の web 掲載. ・意見書受付開始.
02/12（金）

18：00 ～
・第１回説明会及び意見交換会の開催（事業概要・評価項目案の説明、

意見交換）

02/19（金）

18：00 ～ ・第２回意見交換会の開催（項目の絞り込み、調査方法の検討.）

02/24（水） ・意見書受付終了.
03/01（月） ・審査会.（ミニ方法書(案)を審査し評価項目、方法の決定をする.）

スコーピング

（ミニアセスメ

ント方法書）

03/02（火） ・「ミニ方法書」を公表、縦覧開始.
03/10（水） ・ミニ準備書の公表予定の周知.

03/31（水）
・ミニ準備書の公表、縦覧開始.
・ミニ準備書の意見書受付開始.

04/14（水） ・説明会及び意見交換会の実施.

ミニアセスメン

ト準備書

04/21（水） ・意見書受付終了

04/28（水）

18：00 ～ ・評価書（案）の公表. ・審査会. 評価書(案)の審査を実施.ミニアセスメン

ト評価書 05/17（月） ・ミニ評価書の公表.
 

自主ミニアセスメント実施体制

第三者の立場で
指導助言

設計・施工・維
持管理を実施

意見
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自主ミニアセスメントアドバイザー 
氏 名 所属・役職名等

原科 幸彦 東京工業大学 教授

原科研究室 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 環境理工学創造専攻

 

審査会委員の氏名及び所属等 
氏 名 所属・役職名等 専門分野

奥  真美 首都大学東京 教授 環 境 法

塩田 正純 工学院大学 教授 騒 音 ・ 振 動

鹿島  茂 中央大学 教授 交 通 計 画

畠瀬 頼子 (財)自然環境研究センター 生 態 系

窪田 亜矢 東京大学 准教授 景 観

梶谷  修 (株)ポリテック・エイディディ 環 境 調 査

村山 武彦 早稲田大学 教授 リスクアセスメント

青山 貞一 東京都市大学 教授 予 測 評 価 手 法
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第１章 ミニアセスメント方法書から変更した主な内容 

1.1 ミニアセスメント方法書に対する審査会意見等を総合的に検討してミニアセスメント方法書

の内容を変更した事項

ミニアセスメント方法書（以下、「ミニ方法書」という。）に対する審査会意見等を総合的に

検討してミニ方法書の内容を変更し、ミニアセスメント準備書（以下、「ミニ準備書」という。）

へ記載した事項は、表 1.1－1 に示すとおりです。

表 1.1－1 ミニ方法書に対する審査会意見等を総合的に検討してミニ方法書の内容を変更した事

項

項目 ミニ方法書の変更点 ミニ準備書への記載事項 記載頁

給排水・供給施設

計画

給排水・供給施設計画についての具体的内容と、

流量・水温・河川生物への影響は無いように対策

している旨を記載しました。

12

緑化・空地計画
「横浜市水と緑の基本計画」に示された緑地の保存

に寄与できるよう努める旨を記載しました。
12

省エネルギー計画
省エネルギー計画等について具体的内容を記載し

ました。
13

事
業
計
画

バイオハザード施設

計画

バイオハザード施設について、P2 クラス実験施設

の具体的な安全対策等を記載しました。
13

評価項目の選定しない理由については、項目ごと

に具体的に記載しました。

環境影響評価項目

の選定

評価項目の選定しない理由については、適切な表

現としました。

24～31
環
境
影
響

評
価
項
目

環境影響評価
計画地周辺地域の地域概況について調査項目の

「地形の状況」「工作物の状況」で記載しました。

35、43、
54～55
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第２章 事業計画 

 

2.1 事業者の名称及び住所 

名  称：国立大学法人 東京工業大学

代 表 者：学長 伊賀 健一

住  所：東京都目黒区大岡山 2－12－1

2.2 対象事業の名称

名  称：東京工業大学すずかけ台 J3 棟整備等事業

実施区域：神奈川県横浜市緑区長津田町 4259－1 外

2.3 事業の目的

本事業の計画地は写真 2.3－1 及び図 2.3－1 に示すとおりです。

本事業は、世界水準の教育・研究を展開する大学のすずかけ台地区の生命理工学研究科及び総

合理工学研究科の 2 大学院研究科並びに資源化学研究所、精密工学研究所及び応用セラミック

ス研究所の 3 研究所について、研究科の大学院重点化及び全学的な外部研究資金の増加に伴う

実験・研究室の狭隘解消を主な目的とします。

また、外部研究資金を有効かつ効率的に活用する場として、東京工業大学レンタルラボラトリ

ー(仮称)（以下「レンタルラボ」といい、これに係る施設を「レンタルラボスペース」という。）

を設置し、多様な研究をプロジェクト化して集中的に行うとともに、学術研究の推進及び活性化

を図ることとします。

本事業では、上記目的のため、財政負担の縮減並びに民間の資金・能力及び技術的能力の効率

的かつ効果的な活用を図るため、既存建物である東京工業大学すずかけ台合同棟 2 号館（以下

「Ｊ2 棟」という。）に本事業で整備する合同棟 3 号館（以下「Ｊ3 棟」という。）を増築し、Ｊ

2 棟及びＪ3 棟の維持管理までを PFI 法に基づき、一体的に実施するものです。

写真 2.3－1 計画地現況写真

東急田園都市線
すずかけ台駅

東名高速道路

国道246号線

東工大入口
交差点

東工大Ｊ２棟
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2.4 事業の内容

(1) 事業の規模等

 対象事業の内容の概要は、図 2.4－1 及び表 2.4－1 に示すとおりです。

図 2.4－1 イメージ図（外観透視図）     表 2.4－1 対象事業の内容の概要

(2) 配置計画

 配置計画は図 2.3－1 及び図 2.4－2 に示すとおりです。

J3 棟の計画位置は、保存緑地と既存の生命理工及び研究所ゾーンに囲まれた大学敷地内

ではもっとも空地を有する場所であり、ここに 20 階の高層建築物を計画することにより、

他の各ゾーンの充足率を補い、隣接するゾーンとの有機的連携を図るとともに、キャンパ

ス内の森や自然を残すことが可能となり、環境への配慮という観点からも最適な計画とし

ています。

(3) 建築計画

 建築計画は、図 2.4－2～5 に示すとおりです。

J3 棟には、主にすずかけ台地区の 2 大学院研究科及び 3 研究所の研究者並びに学生等が

入居しますが、建物の一部には、外部研究資金を有効かつ効率的に活用する場として、レ

ンタルラボスペースを設置する計画としています。

また、計画建物と J2 棟とは全フロアを渡り廊下でつなぐ計画ですが、この部分は単なる

渡りのための機能だけでなく、J2 棟と J3 棟の接点として、建物を利用する研究者並びに

学生等のためのリフレッシュ及び知的創造を誘発する場としての交流ラウンジを外部に面

した眺望のよい位置に計画します。建物の外観は図 2.4－1 及び図 2.4－3～4 に示すとおり、

J2 棟と統一感のあるデザインのツインタワーとすることで、景観面及び使い勝手も今まで

と違和感のないものとし、キャンパスのランドマークとなる建物を創出します。外装等の

詳細なデザインについては、今後関係部署と協議しながら進めていきます。

なお、J3 棟は J2 棟 1 階部分への上増築であり、既に基礎部分及び 1 階部分の工事は完

了しています。

(4) 交通計画

 計画地内の主な構内通路には歩道が設けられており、計画地周辺の歩行者と自動車の交

通経路には極力無用な交錯が生じないよう配慮し、図 2.4－6 に示すとおり、歩行者の安全

を最優先とした動線計画とします。

用 途 地 域 市街化調整区域

主 要 用 途 学校（大学）

敷 地 面 積 194,365.06 ㎡

延 床 面 積 12,348.00 ㎡

最 高 高 さ 90.87ｍ
建築物の軒高さ 85.32m 
階 数 2 階～20 階、ＰＨ1 階

工 事 予 定 期 間
平成 22 年 12 月～

平成 24 年 3 月

供 用 予 定 時 期 平成 24 年 4 月
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計画地への大学関連車両の入構については、入構許可審査基準による車両入構制限を行

っており、これらの車両入構は、すべて長津田門（守衛所 24 時間管理）を経由することと

なっています。計画建物の供用時においても同様の車両入構制限を行います。

計画建物の 2 階及び３階には、今回新たにエントランス及びエントランスホールを計画

し、南面 3 階エントランスには車寄せを設け、来館者の利便性を考慮します。

(5) 駐車場計画

 図 2.4－6 に示すとおり、計画建物の南西側に 75 台駐車可能な屋外駐車場があり、1 階通

用口外部には身障者用駐車スペースを設けています。また、3 階車寄せの近傍にも新たに身

障者用駐車スペースを設ける計画としています。

なお、本計画は狭隘解消が主な目的であり新たな駐車場需要は生じない計画としていま

す。
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(6) 熱源計画

 冷暖房は個別空冷パッケージ方式とし、各階の室外機置場に室外機を設置します。外気処

理用の熱源は屋上設置の高効率空冷モジュールチラーとし外調機に冷温水を供給する計画

です。

(7) 給排水・供給施設計画

 給水は上水・中水の 2 系統とし、それぞれ J2 棟の既設受水槽および給水ポンプより供給

します。排水は、汚水・雑排水・実験排水・空調ドレン・雨水に系統分けの上、J2 棟の既

存排水管に接続します。

汚水・雑排水は、既設排水管により公共下水道へと接続します。

雨水排水は、学内の既設調整池（遊水池）により流量を調整した上で河川（鶴見川水系

恩田川（河川類型Ｄ）の支流岩川）に放流します。なお、J3 棟による雨水負担面積は、1
階部分が完成していることから現状より変動はありません。

実験排水は、研究室における三次洗浄水以上の薄まった洗浄水のみを、既設排水管によ

り学内廃水処理施設にて回収し、各種法令による排出基準を満たす水質に処理した上で中

水としてトイレ洗浄水等に再利用します。再利用後の中水は、生活系排水として公共下水

道に排水します。処理後の実験系排水余剰水は、敷地流末において水質確認（横浜市排水

基準値）を行った上で河川に放流します。なお、各建物の第１桝においてモニター槽を設

置し、廃水処理施設の処理能力を超過しないよう随時水質確認を行っており、また、廃水

処理施設からの処理水については、処理施設内の調整池により流量及び水温を調整した後、

河川に放流し、河川環境への影響が無いよう対応しています。（排水処理工程については、

資料編 資－1～3 参照）実験廃液（二次洗浄水までを含む）については、排水系統には流さ

ず別途ポリタンク等により回収し、専門処理業者に外部委託し処理を行っています。なお、

これら生活系、実験系排水については学内規定を設け適正に管理・運用を行っています。

電力は、敷地内設備センター特高配電盤室からの構内高圧ループ配電を分岐し供給する

計画です。

(8) 廃棄物処理計画

計画地内で発生したごみは、生活系及び実験系廃棄物に分別し適正処分されています。

生活系廃棄物については、分別の上、敷地内集積施設に集め、外部委託業者により回収・

処分されています。

実験系廃棄物については、専門の外部委託業者により回収・処分されています。

（資料編 資－4～6 参照）

化学物質、汚染物質及び危険物質等についは、東工大化学物質管理支援システム（TITech
chemRS）による一元管理を行っています。また、健康・安全手帳その他により、実験・研

究等で使用する薬品等の安全管理についての教育・啓発等を行っています。

これらは、学内に設置されている総合安全管理センターにより、学内の取扱規定を定め

適正に管理されており、本計画においても同様の処理計画とします。

(9) 換気・排気計画

 各室の換気は個別に機械による強制給排気方式を採用します。実験排気については必要な

処理を行った上でダクトにて屋上まで立ち上げ排気する計画とし、大気汚染の防止に努めま

す。
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(10) 緑化・空地計画

 本学と横浜市は、緑の環境をつくり育てる条例に基づき「緑地の保存等に関する協定」

を締結し、大学敷地の 30%を保存緑地としています。

横浜市では、平成 18 年に水と緑の環境を保全し創造するための総合的な計画として「横

浜市水と緑の基本計画」を策定しました。この計画には「緑の七大拠点をはじめとする拠

点となる緑の保全と創造」の推進が明記されています。当キャンパスはこの緑の七大拠点

の３つに隣接して立地していることから、今後も現状保存緑地の保全に努めるとともに、

本計画建物の高層化により残すことが可能となった空地・緑地等を再検証し、さらに保存

緑地を増やす方向で現在横浜市と協議中であり、平成 22 年夏頃予定している開発審査会ま

でには保存緑地を確定し、これを旨として新たに「緑地の保存等に関する協定」を締結す

る予定です。これにより大学敷地内にまとまりのある樹林地を残すことが可能となり、「横

浜市水と緑の基本計画」の推進にも寄与します。

(11) 省エネルギー計画

 工事中の材料の再生化建材の採用や余剰材が出にくい建材・工法の選定及び合理的活用

による廃棄物削減・省資源化を図ります。

供用時においては、照明器具、空調機等の高効率設備システムの採用、太陽光発電設備

による電力の創出、自然採光の利用による自然エネルギーの活用、建物の屋上緑化、窓等

の複層ガラス採用による熱負荷の抑制及び自然通風、自然換気等により、省資源・省エネ

ルギー対策の推進に努めます。

またエネルギーの利用の効率的な運用を図るため、系統別のエネルギー消費量の計測が

可能となるよう、管理システムの導入に努めます。

(12) バイオハザード施設計画

 バイオハザード施設の安全対策については，「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による

生物の多様性の確保に関する法律」及びその他関連省令等に基づき、本学において遺伝子

組換え実験等に関する安全管理規則を制定し、当該規則において緊急事態発生時の措置に

について規定しています。また、P1・P2 レベルの実験を行う場合には、当該規則に基づき

実験計画書の作成、提出、審査及び承認等所定の手続きが必要となります。

本建物は、既存 J2 棟と一体で超高層免震建築物として建築基準法に規定する極めて稀に

発生する地震動（大地震動）に対して、倒壊及び崩壊しないよう設計することから、建物

の耐震安全性も高く、バイオハザードに対し十分な対応が可能です。

 (13) 工事中の環境保全対策

大気汚染

・ 建設機械の稼働及び工事車両の走行による排出ガスについては、最新の低騒音、低

振動型建設機械及び最新の排出ガス規制適合車の採用に努めます。また、エコドラ

イブの励行を指導します。

・ 工事区域境界には仮囲いを設置すると共に、必要に応じて散水をするなどして、粉

じんの飛散防止に努めます。また、工事車両出入口にはタイヤ洗浄機器を設け、一

般道における粉じんの飛散防止に努めます。
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水質汚濁

 ・ 排水及び雨水は、沈砂槽等を設け、学内の調整池により、排水基準以下として河川

放流（鶴見川水系の岩川）します。

騒音、振動

 ・ 建設機械及び工事用車両の集中稼働を避けるため、計画的な運行管理を徹底します。

・ 建設機械は、最新の低騒音、低振動型建設機械の採用に努めます。

・ 工事区域境界には仮囲いを設置し、騒音の低減に努めます。

・ 工事車両の出入口の段差を極力少なくし振動の発生低減に努め、法定走行速度の厳

守を徹底します。

悪臭

・ 悪臭を発生させる工事や、資材等の使用は行いません。

低周波音

・ 工事中は、低周波音の影響が懸念されるような建設機械は使用しません。

廃棄物

 ・ 分別を徹底し再利用を図るなど減量化、資源化に努めます。再利用が困難なものに

ついては、法令に基づき産業廃棄物処理業の許可を受けた処理業者に委託し、適正

に処理します。

交通安全

・ 交通法規の厳守を徹底します。

・ 工事車両出入口など、安全上必要な箇所には交通誘導員を配置し、安全管理に努め

ます。

・ 工事車両による交通渋滞が発生しないよう、走行ルートの限定及び適正運行計画に

よる管理を行います。

火災・爆発、有害物質漏洩

・ 工事中の燃料や一般塗料は使用する程度の量を保管しますが、安全管理に十分な配

慮をします。

2.5 対象事業に係る許認可等の内容

対象事業に係る許認可等の内容は、表 2.5－1 に示すとおりです。

表 2.5－１ 対象事業に係る許認可等の内容

関係法令 許認可等の内容

建築基準法第 18条第 2項 計画の通知

建築基準法第 56 条の２ 日影既存不適格の許可

都市計画法第 43 条 建築許可

2.6 ミニアセスメントの受託者の氏名及び住所等

名  称：株式会社東急設計コンサルタント

代 表 者：取締役社長 下永田 洋

住  所：東京都目黒区中目黒三丁目 1 番 33 号
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第３章 ミニアセスメント方法書に対する意見の概要及び事業者の見解 

3.1 ミニアセスメント方法書に対する説明会及び意見交換会における意見の概要及び事業者の見解

「東京工業大学の高層建築計画に伴う自主ミニアセスメント方法書」に係る説明会及び意見

交換会を、平成 22 年 2 月 12 日（金）及び平成 22 年 2 月 19 日（金）に開催しました。

説明会及び意見交換会の開催状況は、表 3.1－1 に示すとおりであり、参加人数は延べ 23 名

でした。

表 3.1－1 説明会及び意見交換会の開催状況

回数 開催日時 参加人数 会場

第１回
平成 22 年 2 月 12 日（金）

18：00～19：30
10 名

国立大学法人 東京工業大学 すずかけ台キャンパス

大学会館（すずかけホール H2 棟）3F 多目的ホール

第 2 回
平成 22 年 2 月 19 日（金）

18：00～19：30
13 名

国立大学法人 東京工業大学 すずかけ台キャンパス

大学会館（すずかけホール H2 棟）3F 多目的ホール

説明会及び意見交換会における意見の件数は、第 1 回は 4 件、第 2 回は意見はありませんで

した。

意見の項目と意見数は、表 3.1－2 に示すとおりであり、意見の概要及び事業者の見解は表

3.1－3(1)～(3)に示すとおりです。

表 3.1－2 意見の項目と意見数

項 目 意見の件数

事業計画 2 件

電波障害 1 件

日照阻害 －

風害 －

景観 －

その他 1 件
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表 3.1－3(1) 意見の概要及び事業者の見解〔事業計画〕

意見の概要 事業者の見解

（2/12 事業者見解）

規模については平成４年頃に、国の政策で大学院の重

点化という大きな政策がございました。

すずかけ台キャンパスにおいては、大学院生が 1,100
人程度だったところ、国の政策で 700 人くらい増え、

この増員に見合った施設規模が必要になり、J2、J3 棟

を含めて約 700 人の大学院生を吸収するために必要な

規模が、国の基準で定められており、これは適正な規模

ということで、国からも認められています。

この位置に何故建設したのかについては、緑地の協定

等もありまして、場所が非常に限定されていた中で、現

在の敷地の位置が最も適正だという判断になりまして、

ここを選定したわけでございます。

複数案につきましては、当時私も担当してなかったも

のですから、資料を調べさせていただいて、来週の説明

会にご説明できればと思っております。

規模がこの程度で良いのかどうかと、場所がここで良

いのかどうかと言うことについて、複数案を考えられな

かったのか。

（2/19 事業者見解）

平成 12 年大学の施設長期計画書という中で、ゾーニ

ングという考えで建物を配置する主なゾーンを分けて

おり、J2、J3 棟は共通教育研究ゾーンというゾーニン

グがされています。共通教育研究ゾーンというのは、保

存緑地と生命理工及び研究所ゾーンに挟まれた現状で

もっとも空地を有するゾーンで、このゾーンに新たに高

層の建物を計画し、各ゾーンの充足率を補い、隣接する

各ゾーンとの有機的連携を図る、そういう位置付けのゾ

ーンとしてここに建物を建設することになったわけで

す。

その長期計画書の中の前提を踏まえ、10 階建て程度

の建物を限られた敷地の中に細かく建てていくよりも、

キャンパス内の森や自然を残すことが可能で、環境問題

の解決手段として最適であるのではないかということ

で、この建設位置にこういうものを建てるということに

なったということでございます。

J2 にはヘリポートがあり、ホバリングして止まる装

置になっているが、J3 にも設置するのか。

（2/12 事業者見解）

J3 棟には、ホバリングスペースを設ける予定はござ

いません。
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表 3.1－3(2) 意見の概要及び事業者の見解〔電波障害〕

意見の概要 事業者の見解

テレビの受信障害について、お尋ねしたい。

現在、アナログ放送波はここの生命理工学部の上のほ

うにアンテナがあり、南側の 20～30 軒に配信してもら

っていると思う。

2011 年の 7 月になると、デジタル化され、配信装置

は取り壊されてしまうという風に聞いているが、そうな

るのか。  

なぜ、それが無くなってしまうのか。理由も分かった

ら教えてもらいたい。

（2/12 事業者見解）

アナログで保障させて頂いている近辺のデジタル受

信の調査をやっており、各ご家庭方に、この受信調査の

結果をお知らせ致します。

デジタル放送に変わって、本学の建物、例えば既存建

物の J2 棟、計画建物の J3 棟、これらが主な原因で、

ご迷惑をお掛けしているのであれば、引き続き保障はい

たします。

表 2.1－3(3) 意見の概要及び事業者の見解〔その他〕

意見の概要 事業者の見解

（2/12 事業者見解）

指針についてチェックはまだしておりませんが、どん

なことが条例に書かれているのか、勉強して、それにつ

いてどのように考えているか、次回にお答えさせていた

だきます。

今回の計画の中で説明あったのが、行政からの要請と

いうことで、緑化の問題、30％という協定だったそう

だが、それ以外について具体的な協定という形になって

いなくても、横浜市の環境基本計画でも地域別に環境配

慮指針というものがあり、その項目に対してこの計画が

何らかの寄与できるのか、項目毎に何かチェックされて

いるのか。 （2/19 事業者見解）

横浜市では環境基本計画はなく、環境管理計画の地域

別配慮指針しかありませんでした。この環境管理計画と

いうものについては、比較的規模の大きな公的なアセス

に対応するような事業を基本的に対象としていますが、

J3 棟でも何かしら配慮していかなくてはと思っていま

す。

また、地域別配慮指針というのは対象とする配慮項目

として大気汚染、水質汚濁、水象、緑地、動植物等とな

っております。これらについては今回私共がやらせてい

ただいているミニアセスメントの中で配慮していける

のではないかと考えております。今回緑地の協定を見直

して更に現行の緑地面積プラスアルファというものを

確保していくということで考えております。
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3.2 ミニアセスメント方法書に対する意見書の概要及び事業者の見解

「東京工業大学の高層建築計画に伴う自主ミニアセスメント方法書」に対して、1 通の意見

書が提出されました。

意見書の項目と意見数は表 3.2－1 に示すとおりであり、意見書の概要及び事業者の見解は表

3.2－2 に示すとおりです。

表 3.2－1 意見書の項目と意見数

項 目 意見の件数

事業計画 2 件

電波障害 －

日照阻害 －

風害 －

景観 －

その他 －

表 3.2－2 意見書の概要及び事業者の見解〔事業計画〕

意見書の概要 事業者の見解

要望です。

「展望窓」と「ラウンジ」（最上階）

J2 棟と同じように J3 棟も最上階に景色を展望でき

る窓が設置できないでしょうか。

さらに、ラウンジのようなものがあれば学生等が憩う

場としても活用できるのでは。

また、「すずかけ祭」等で一般の方に開放し景色を楽

しんでもらうこともよいのでは。

最上階からの眺めは抜群にいいと思います。

すでに J3 棟基礎が完成していることから、平面計画

については、ある程度制限されており、J2 棟と同様の

展望スペース（出窓空間）の設置は難しいと思われます

が、最上階だけでなく、各階要所に眺望に配慮したラウ

ンジや交流スペース等を配置し、入居者のアメニティの

みならず、「すずかけ祭」等で来館される一般の方へも

配慮します。

要望です。

「メッセージの発信」

LED などを利用して大学からのメッセージを発する

ものができないでしょうか。

 例） 「１３０周年」「・・・研究会」など

他の建物のかげになり、分かりにくいかもしれません

が、Ｒ２４６から見える場所に 電光掲示板のようなも

のを設置する。

LED を使う、地上階付近にソーラーパネルを設置す

るなどの工夫はできるかと思いますが、予算が大幅に膨

らむことや維持管理費がかなり大変と思います。難しけ

れば参考までに。

 敷地外から識別できるサイネージ等については、外部

からの距離による有効性、交通上の安全性、景観他の法

的規制、維持管理費を含めた費用対効果の面から、建物

上部への大学名サイン（照明付き）を検討しております。

 ご意見に対しては、建物内部とはなりますが、メイン

エントランスへの大型ディスプレイ設置（各種情報発

信）などでの対応を検討しております。
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第４章 ミニアセスメント方法書に対する審査意見及び事業者の見解 

「東京工業大学の高層建築計画に伴う自主ミニアセスメント方法書」に関する事項について、

環境影響評価の各分野の専門家の第三者による審査会より環境保全の見地から審査意見を受理

いたしました。審査意見の内容は表 4－1(1)～(7)に示すとおりです。

１ 事業計画

表 4－1 (1) 審査意見と事業者の見解〔事業計画〕

審査意見 事業者の見解

緑地・空地計画と今回の事業とは別ということか。 緑地・空地計画は事業計画の一部であり、一体として
考えています。

 「「緑地の保存等に関する協定」を新たに見直し、」と
あるが、「見直し」という表現は緑地を減らす方向で検
討していると取られかねない表現であるので、文章中で
緑地を増やす方向であるとの表現にすること。

 緑地を増やす方向であると明らかにします。

説明会における意見に対する事業者の見解として、
「環境基本計画」とあるが、これは「緑のマスタープラ
ン」のことと思われるので、横浜市で定めている「水と
みどりの基本計画」に協力する形で保存緑地を増やすと
いう説明をすること。

 「水とみどりの基本計画」に示された緑地の保存に寄
与できるよう努めることを準備書において明らかにし
ます。

 給排水・供給施設計画及び省エネルギー計画等につい
て評価書にいたる段階では、もう少し具体的な内容を盛
り込むことを検討すること。

 給排水・供給施設計画及び省エネルギー計画等につい
ては準備書において検討します。

 地震等の災害が起きた場合などに、バイオハザード施
設（P2 レベル）についてどういった対策を考えている
か等を記載すること。

 バイオハザード施設については、国の設計指針に基づ
き、P2 クラス実験施設に必要な措置を講じ、また、こ
れまでも安全管理に関しては、学内規定を設ける等の対
策を講じておりますが、具体的な安全対策等については
準備書において明らかにします。

 建設機械の低公害型について正しい用語に修正する
こと。

 建設機械の低公害型について正しい用語に修正しま
す。

２ 環境影響評価

(1) 供用時

表 4－1(2) 審査意見と事業者の見解〔水質〕

審査意見 事業者の見解

 学内の廃水処理施設での処理方法（フロー）や排水処
理基準を満たしているか等についてもう少し詳細な内
容を記載すること。

実験系排水についての排水処理方法等については、学
内規定による取扱い・管理方法や放流先河川の類型によ
る排水基準等も含め、準備書で明らかにします。

表 4－1(3) 審査意見と事業者の見解〔電波障害〕

審査意見 事業者の見解

電波障害で地上デジタル放送波については調査、予測
は行わないのか。

地上アナログ波の電波障害よりもデジタル放送波の
電波障害は影響が小さいことから、地上デジタル放送波
については地上アナログ放送波の保障対象範囲につい
ての調査のみ実施します。
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表 4－1(4) 審査意見と事業者の見解〔風害〕

審査意見 事業者の見解

図面上で J2 棟と J3 棟の間に空間があるのか、新宿
三角ビルでも前例があるが、空間があると風の影響によ
り音害が生じることがあるので、設計上検討すること。

J2 棟と J3 棟の間は、20 階まで渡り廊下で繋がるた
め、空間はありません。

 風害予測で使用するデータは、横浜地方気象台ではな
く、八王子、立川くらいが適正ではないか、より風環境
の近い測定局のデータを使用できるよう検討すること。

 より計画地の風環境に近い測定局のデータを使用で
きるか検討します。

 現状の風速を事前に測定した方が良いのではないか。  今回はミニアセスメントということで、事前の現地調
査については縮減します。

表 4－1(5) 審査意見と事業者の見解〔水象〕

審査意見 事業者の見解

排水について、河川放流に対して生物などに対して問
題が生じる懸念は無いか。水量について、生物の環境に
影響を与えるような変動はないといえるのか明らかに
すること。

雨水及び処理後の実験排水余剰水は、いったん調整池
に貯留し、流量を調整してから河川に放流するので、流
量に変化を及ぼすことは無いということを準備書にお
いて明らかにします。

排水による水温の上昇による影響もあるので、水温の
影響を明らかにすること。

水温については調整池に貯留し、常温にして排水する
ため、河川の生物への影響は無いということを準備書に
おいて明らかにします。

３ その他

表 4－1(6) 審査意見と事業者の見解〔環境影響要因と環境影響評価項目〕

審査意見 事業者の見解

今回の事業における周辺地域とは、大学敷地内を含む
のかを明らかにすること。

大学敷地内を含むことを明らかにします。

 環境影響要因の抽出及び環境影響評価項目の選定の
関連表の環境影響要因の地下掘削の項目と建設副産物
の項目は、あえて入れる必要は無いのではないか。

建設副産物は J3 棟建設の際に発生するので関連表に
残し、地下掘削の項目は削除します。

12,000 ㎡に対して 10～20 名程度の利用人数という
のは少なすぎるのではないか。

本事業計画は、あくまで狭隘整備であるため、大学の
定員が大きく増えるわけではありません。また、10～
20 名程度というのは大学構内車両台数のことであり、
車両入構制限等を行っていることも含め、明らかにしま
す。

「ミニ」アセスの意味をもう少し強調した方がよい。
「ミニ」の意味としては、期間の短縮、項目の縮減、手
法の簡略化及び影響範囲の適正化等、いろいろな側面が
有ると思うが、この方法書（案）はあまり通常のアセス
と変わらない内容となっている。「影響がないからやら
ない」というより、むしろ「影響が有るかも知れないが、
項目を絞る意味ではやらない」、「すでにＪ２棟でやって
ある内容については、問題が生じていないので影響が考
えにくい」等という表現が適切ではないか。

評価項目の選定しない理由については、準備書におい
て適切な表現にします。

 評価項目の選定しない理由として「Ｊ2 棟供用時には
十分な対策及び配慮を行っており・・・環境への影響の
問題は生じていない。」というのは、Ｊ2 棟とＪ3 棟の
工事内容や大学内の状況に変動がないという前提でな
いと成り立たないのではないか。工事中についても同様
である。

供用時については施設環境や大学内の状況に変動は
ないことを明らかにします。また、工事中についても工
事内容や大学内の状況に変動が無いことを明らかにし
ます。
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表 4－1(7) 審査意見と事業者の見解〔その他〕

審査意見 事業者の見解

 環境影響評価項目の選定において地域特性を勘案し
たとあるので、計画地周辺地域の地域概況の説明を追加
すること。

 計画地周辺地域の地域概況については準備書におい
て調査項目の「地形の状況」「工作物の状況」で記載し
ます。
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第５章 環境影響要因の抽出及び環境影響評価項目の選定 

環境影響評価を行う項目の選定は、本事業の事業計画案の内容をもとに、環境に影響を及ぼ

すおそれのある要因（以下「環境影響要因」という。）を抽出し、計画地周辺地域等の環境特

性、地域特性を勘案して表 5－1 に示すとおり選定しました。

供用時の電波障害、日照阻害、風害、景観の 4 項目を選定し、選定した理由または選定しな

い理由は表 5－2 及び表 5－3 に示すとおりです。

J2 棟の工事中及び供用時には、十分な対策及び配慮を行っていることから、環境への影響の

問題は生じておりません。

なお、計画建物である J3 棟は、J2 棟と同様の高さ、構造、工法で計画しており、施工時に

おいても J2 棟建設時と同様の技術基準である「公共建築工事標準仕様書（国土交通大臣官房

官庁営繕部監修）」を適用することから、J2 棟の工事内容に対して大きな変動が生じるもので

はなく、J3 棟供用時においても、J2 棟供用時と同様に学内の管理・運営に変更はありません。

また、計画地内における J2 棟建設以降の建築行為は、平成 19 年完成の危険物倉庫（床面積

40 ㎡ 鉄筋コンクリート造平屋建）のみであることから、計画地の状況にも大きな変動はあり

ません。

以上により、今回の J3 棟の工事中及び供用時に行う十分な対策及び配慮は、J2 棟工事中及

び供用時と同様であることから、環境への影響の問題が生じることは考えにくいことを勘案し

て評価項目を選定しました。
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表 5－1 環境影響要因と環境影響評価項目の関連表

供用時 

区      分 
工事中 

建
築
物 

の
存
在 

施設の供用 

環境影響要因

 

環境影響評価項目 

 

建
設
機
械 

の
稼
働 

工
事
用
車
両 

の
走
行 

建
設
副
産
物 

建
築
物 

の
存
在 

駐
車
場 

の
利
用 

建
築
物 

の
利
用 

関
連
車
両 

の
走
行 

大気汚染        

水 質        
水質汚濁 

底 質        

土壌汚染        

騒 音        

振 動        

地盤沈下        

悪 臭        

低周波音        

電波障害    ○    

日照阻害    ○    

風 害    ○    

生
活
環
境 

廃棄物・発生土        

海        

河 川        水象 

地下水        

地形・地質        

自
然
環
境 

植物・動物        

地域社会（地域分断、自然レクリエーショ

ン、交通混雑、交通安全） 
       

景 観    ○    

文化財        

自然的（斜面崩壊）        

社
会
・
文
化
環
境 

安全 人工的（火災・爆発、有害物漏

洩、地下埋蔵物破壊） 
       

凡例）○：選定した項目  
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表 5－2(1) 環境影響評価項目の選定等の理由（工事中 1）

環境影響評価項目 
項目の

選定 
選定した理由または選定しない理由 

大気汚染 

－ 

工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走行に

よる排出ガスについては、第 2章 2.4(13)「工事中

の環境保全対策 大気汚染」（P13 参照）に記載の対

策等を行うことで環境への影響の問題が生じること

は考えにくいことから、評価項目として選定しませ

ん。 

水質汚濁 

－ 

工事中の排水は、第 2章 2.4(13)「工事中の環境

保全対策 水質汚濁」（P14 参照）に記載の対策等を

行うことで環境への影響の問題が生じることは考え

にくいことから、評価項目として選定しません。 

土壌汚染 

－ 

工事中の土壌汚染については、第 2章 2.4(3)「建

築計画」（P5 参照）に記載のとおり、掘削工事等に

よる土壌汚染の要因はないと考えられることから、

評価項目として選定しません。 

騒音 

－ 

振動 

－ 

工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走行に

よる騒音、振動については、第 2 章 2.4(13)「工事

中の環境保全対策 騒音、振動」（P14 参照）に記載

の対策等を行うことで環境への影響の問題が生じる

ことは考えにくいことから、評価項目として選定し

ません。 

地盤沈下 

－ 

工事中の地盤沈下については、第 2章 2.4(3)「建

築計画」（P5 参照）に記載のとおり、掘削工事等に

よる地盤沈下の懸念はないと考えられることから、

評価項目として選定しません。 

悪臭 

－ 

工事中の悪臭については、第 2章 2.4(13)「工事

中の環境保全対策 悪臭」（P14 参照）に記載のとお

り、悪臭が発生する要因はないことから、評価項目

として選定しません。

低周波音 

－ 

工事中の低周波音については、第 2章 2.4(13)「工

事中の環境保全対策 低周波音」（P14 参照）に記載

のとおり低周波音による影響の懸念はないことか

ら、評価項目として選定しません。 

電波障害 － 供用時で代表させます。

日照阻害 － 供用時で代表させます。

 

生
活
環
境 

風害 － 供用時で代表させます。

凡例）○：選定した項目 －：選定しない項目
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表 5－2(2) 環境影響評価項目の選定等の理由（工事中 2）

環境影響評価項目 
項目の

選定 
選定した理由または選定しない理由 

廃棄物・発生土 一般廃棄物 

－ 

工事中の建設資材等の廃棄物の発生については、

第 2章 2.4(13)「工事中の環境保全対策 廃棄物」（P14

参照）に記載の処理を行います。 

また、第 2章 2.4(3)「建築計画」（P5 参照）に記

載のとおり建設発生土はありません。

以上により、環境への影響の問題が生じることは

考えにくいことから、評価項目として選定しません。

海 

河川 

水象 

地下水 

－ 

工事中の排水は、第 2章 2.4(13)「工事中の環境保

全対策 水質汚濁」（P14 参照）に記載の対策等を行

います。 

また、第 2章 2.4(3)「建築計画」（P5 参照）に記

載のとおり、掘削工事等による地下水の湧出の要因

はないと考えられます。 

以上により、環境への影響の問題が生じることは

考えにくいことから、評価項目として選定しません。

地形・地質 

－ 

工事中の地形・地質については、第 2 章 2.4(3)「建

築計画」（P5 参照）に記載のとおり、掘削工事等に

よる地形・地質の改変の要因はないと考えられるこ

とから、評価項目として選定しません。

自
然
環
境 

植物・動物 

－ 

工事中の植物・動物については、第 2 章 2.4(3)「建

築計画」（P5 参照）に記載のとおり、掘削工事等に

よる植物・動物への著しい影響の要因はないと考え

られることから、評価項目として選定しません。

地域分断 

－ 

工事中に、地域の組織上の一体性及び地域住民の

日常的な交通経路が変化する懸念はないと考えられ

ることから、評価項目として選定しません。

自然レクリエーショ

ン － 

工事中に、自然レクリエーションに影響を及ぼす

要因はないと考えられることから、評価項目として

選定しません。

交通混雑 

地域社会 

交通安全 － 

工事用車両の走行に伴う、交通混雑及び交通安全

については、第 2章 2.4(13)「工事中の環境保全対策

交通安全」（P14 参照）に記載の対策等を行うことで

環境への影響の問題が生じることは考えにくいこと

から、評価項目として選定しません。

景観 

社
会
・
文
化
環
境 

景観 

圧迫感 
－ 

供用時で代表させます。

凡例）○：選定した項目 －：選定しない項目
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表 5－2(3) 環境影響評価項目の選定等の理由（工事中 3）

環境影響評価項目 
項目の

選定 
選定した理由または選定しない理由 

文化財 

－ 

計画地内には「文化財保護法」「神奈川県文化財

保護条例」「横浜市文化財保護条例」に基づく史跡

名勝天然記念物、文化財、埋蔵文化財包蔵地、及び

「歴史を生かしたまちづくり要綱」に基づく歴史的

建造物はないことから、評価項目として選定しませ

ん。

自然的 斜面崩壊 

－ 

工事中の斜面崩壊については、第 2章 2.4(3)「建

築計画」（P5 参照）に記載のとおり、掘削工事等に

よる斜面崩壊の要因はないと考えられることから、

評価項目として選定しません。

火災・爆発 

有害物質漏洩 
－ 

工事中の火災・爆発及び有害物質漏洩については、

第 2章 2.4(13)「工事中の環境保全対策 火災・爆発、

有害物質漏洩」（P14 参照）に記載の配慮を行うこと

で環境への影響の問題が生じることは考えにくいこ

とから、評価項目として選定しません。

社
会
・
文
化
環
境 

安全 

人工的 

地下埋蔵物破壊 

－ 

工事中の地下埋蔵物破壊については、第 2章

2.4(3)「建築計画」（P5 参照）に記載のとおり、掘

削工事等による地下埋蔵物破壊の要因はないと考え

られることから、評価項目として選定しません。

凡例）○：選定した項目 －：選定しない項目
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表 5－3(1) 環境影響評価項目の選定等の理由（供用時 1）

環境影響評価項目 
項目の 

選定 
選定した理由または選定しない理由 

大気汚染 

－ 

供用時の大学関連車両は第 2章 2.4(4)「交通計画」

（P5参照）及び(5)「駐車場計画」（P6参照）に記載

の対策等を行います。

大学施設で行う化学実験等については、第 2章

2.4(9)「換気・排気計画」（P12 参照）に記載の対策

等を行います。 

また、化学物質等については、第 2章 2.4(8)「廃

棄物処理計画」（P12 参照）に記載の内容を行います。

以上により、環境への影響の問題が生じることは考

えにくいことから、評価項目として選定しません。

水質汚濁 

－ 

供用時の排水については、第 2章 2.4(7)「給排水・

供給施設計画」（P12 参照）に記載の対策等を行うこ

とで環境への影響の問題が生じることは考えにくい

ことから、評価項目として選定しません。

土壌汚染 

－ 

供用時の実験系排水については、第 2章 2.4(7)「給

排水・供給施設計画」（P12 参照）に記載の対策等を

行います。

また、化学物質等の汚染物質については、第 2章

2.4(8)「廃棄物処理計画」（P12 参照）に記載の対策

等を行います。

以上により、環境への影響の問題が生じることは考

えにくいことから、評価項目として選定しません。

騒音 

－ 

振動 

－ 

供用時の騒音については、屋上に設置する設備機器

等への低騒音型の採用や、屋上への防音壁の設置など

十分な対策及び配慮を行います。

振動については、振動源となりうる設備機器や実験

機器等を設置する場合は防振架台等の対策を行うた

め、ほとんど影響は生じません。

また、大学関連車両は第 2章 2.4(4)「交通計画」

（P5参照）及び(5)「駐車場計画」（P6参照）に記載

の対策等を行います。

以上により、環境への影響の問題が生じることは考

えにくいことから、評価項目として選定しません。

ただし、現況を把握するため、現地調査を行います。

（資料編 資－7 参照）

 

生
活
環
境 

地盤沈下 
－ 

供用時に地盤沈下を誘引する地下水の汲み上げは

行わないことから、評価項目として選定しません。

凡例）○：選定した項目 －：選定しない項目
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表 5－3(2) 環境影響評価項目の選定等の理由（供用時 2）

環境影響評価項目 
項目の

選定 
選定した理由または選定しない理由

悪臭 

－ 

供用時の大学施設で行う化学実験等においては第

2 章 2.4(9)「換気・排気計画」（P12 参照）に記載の

対策等を行います。 

また、化学物質等の悪臭物質については、第 2 章

2.4(8)「廃棄物処理計画」（P12 参照）に記載の対策

等を行います。

以上により、環境への影響の問題が生じることは

考えにくいことから、評価項目として選定しません。

低周波音 

－ 

供用時の大学施設では、低周波音の発生の可能性

がある変圧器を設置しますが、設置する電気室の内

壁を防音処置するなど、十分な対策及び配慮を行う

ことで、環境への影響の問題は生じることは考えに

くいことから、評価項目として選定しません。

電波障害 

○ 

供用時の高層建築物の存在により、計画地周辺地

域のテレビ電波の受信状況に影響を及ぼすことが考

えられるため、評価項目として選定します。

日照阻害 

○ 

供用時の高層建築物の存在により、計画地周辺地

域の日照に影響を及ぼすことが考えられるため、評

価項目として選定します。

風害 

○ 

供用時の高層建築物の存在により、計画地周辺地

域の風環境に影響を及ぼすことが考えられるため、

評価項目として選定します。

一般廃棄物 

産業廃棄物 
－ 

供用時の廃棄物については、第 2 章 2.4(8)「廃棄

物処理計画」（P12 参照）に記載の対策等を行うこと

から、計画地周辺地域に著しい影響を及ぼす懸念は

ないと考え、評価項目として選定しません。 

生
活
環
境 

廃棄物・発生土 

建設発生土 
－ 

供用時に、建設発生土は発生しないことから、評

価項目として選定しません。

海 

河川 

自
然
環
境 

水象 

地下水 

－ 

供用時の排水については、第 2章 2.4(7)「給排水・

供給施設計画」（P12 参照）に記載の対策等を行いま

す。

また、地下水の汲み上げは行いません。

以上により、環境への影響の問題が生じることは

考えにくいことから、評価項目として選定しません。

凡例）○：選定した項目 －：選定しない項目
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表 5－3(3) 環境影響評価項目の選定等の理由（供用時 3）

環境影響評価項目 

項目

の 

選定 

選定した理由または選定しない理由

地形・地質 

－ 

供用時に、地形・地質に影響を及ぼす行為・要因は

ないと考えられることから、評価項目として選定しま

せん。

自
然
環
境 

植物・動物 

－ 

供用時に、植物・動物に影響を及ぼす行為・要因は

ないと考えられることから、評価項目として選定しま

せん。

地域分断 

－ 

供用時に、地域の組織上の一体性及び地域住民の日

常的な交通経路が変化する懸念はないと考えられる

ことから、評価項目として選定しません。

自然レクリエーション

－ 

供用時に、自然レクリエーションに影響を及ぼす要

因はないと考えられることから、評価項目として選定

しません。

交通混雑 

地域社会 

交通安全 
－ 

供用時の大学関連車両は、第 2章 2.4(4)「交通計

画」（P5 参照）及び(5)「駐車場計画」（P6 参照）に

記載の対策等を行うことから、計画地周辺地域に著し

い影響を及ぼす懸念はないと考えられるため、評価項

目として選定しません。

景観 

○ 

供用時の高層建築物の存在により、計画地周辺地域

の景観に影響を及ぼすことが考えられるため、評価項

目として選定します。

景観 

圧迫感 

－ 

供用時の高層建築物は、計画地周辺地域における天

空（360°）の視界の中の一部分を占める程度で、圧

迫感に著しい影響を及ぼす要因はないと考えられま

す。

また、計画建物の形状等については、第 2 章 2.4(3)

「建築計画」（P5 参照）に記載の対策等を行います。

以上のことから、評価項目として選定しません。

社
会
・
文
化
環
境 

文化財 

－ 

計画地内には「文化財保護法」「神奈川県文化財保

護条例」「横浜市文化財保護条例」に基づく史跡名勝

天然記念物、文化財、埋蔵文化財包蔵地、及び「歴史

を生かしたまちづくり要綱」に基づく歴史的建造物は

ないことから、評価項目として選定しません。

凡例）○：選定した項目 －：選定しない項目
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表 5－3(4) 環境影響評価項目の選定等の理由（供用時 4）

環境影響評価項目 
項目の

選定 
選定した理由または選定しない理由

自然的 斜面崩壊 
－ 

供用時に、土地の形質の変更は行わないことから、

評価項目として選定しません。

火災・爆発 供用時の大学施設では一部でガスを使用する計画

ですが、都市ガス漏れ警報機や緊急遮断弁などを設

置し安全性の確保に努め、関係法令に基づいた適切

な対策を講じます。

また、危険物等については、第 2 章 2.4(8)「廃棄

物処理計画」（P12 参照）に記載の安全管理を行いま

す。

以上により、環境への影響の問題が生じることは

考えにくいことから、評価項目として選定しません。

有害物質漏洩 有害物質漏洩については、第 2章 2.4(8)「廃棄物

処理計画」（P12 参照）に記載の安全管理を行います。

さらに、PRTR 法に基づく適正処理を行うことか

ら、計画地周辺地域に影響を及ぼす要因はないと考

えられます。

以上のことから、評価項目として選定しません。

社
会
・
文
化
環
境 

安全 

人工的 

地下埋蔵物破壊 

－ 

供用時に、土地の形質の変更は行わないことから、

評価項目として選定しません。

凡例）○：選定した項目 －：選定しない項目
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選定した環境影響評価項目の環境影響評価 
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第６章 選定した環境影響評価項目の環境影響評価 

6.1 電波障害

6.1.1 現況調査

(1) 調査項目

本事業の実施により、計画建物によるテレビ電波遮へい障害及び反射障害の影響が予測されま

す。

計画建物の存在がテレビ電波受信画像に及ぼす影響を予測、評価するため、地形の状況、工作

物の状況、テレビジョン放送（地上アナログ放送波及び地上デジタル放送波）の受信の状況を調

査項目として選定しました。

(2) 調査方法等

① 地形の状況

地形の状況の調査は、地形図等の既存資料の収集・整理により行いました。

② 工作物の状況

工作物の状況の調査は、住宅地図等の既存資料の収集・整理により行いました。

 ③ テレビジョン放送（地上アナログ放送波及び地上デジタル放送波）の受信の状況

テレビ放送の受信の状況の調査は、東京工業大学すずかけ台 J3 棟整備等事業に伴うテレビ受信

障害調査報告書等の既存現地調査資料の収集・整理により行いました。

ア 調査時期

 地上アナログ放送波の調査は、平成 14 年 10 月 29 日～平成 14 年 11 月 2 日に行いました。

 地上デジタル放送波の調査は、平成 22 年 1 月 25 日に行いました。

イ 調査地域

 地上アナログ放送波は、テレビ電波の遮へい障害及び反射障害の発生が予測される地域を対象に、

80 地点において電波障害の調査を行いました。また、地上デジタル放送波は、地上アナログ放送

波障害対策施設内の 12 地点において、電波障害の調査を行いました。調査範囲及び調査地点数は、

表 6.1－1～2 及び図 6.1－1 に示すとおりです。

表 6.1-1 地上アナログ放送波のテレビ受信状況調査地点

送信所 障害区分 放送波 調査地点数 調査地域

遮へい障害 VHF・UHF 12 計画地から南西の方向の地域東京局

(東京タワー) 反射障害 VHF・UHF 46 計画地から北東の方向の地域

遮へい障害 UHF 11 計画地から西の方向の地域横浜局

(三ツ池公園) 反射障害 UHF 11 計画地から北北東の方向の地域

表 6.1-2 地上デジタル放送波のテレビ受信状況調査地点

送信所 障害区分 放送波 調査地点数 調査地域

東京局

(東京タワー)
遮へい障害 UHF 12 計画地から南西の方向の地域

横浜局

(三ツ池公園)
遮へい障害 UHF 12 計画地から南西の方向の地域



N
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ウ 調査方法

画質調査は、テレビ受信測定車を用いた路上測定により行いました。テレビ受信測定車の概要は

図 6.1－2 に示すとおりです。

調査は、地上アナログ放送波については、東京局 9 波（東京タワー：VHF7 波、UHF2 波）、横

浜局 1 波（三ツ池公園：UHF1 波）の計 10 波を対象としました。地上デジタル放送波については、

東京局 9 波（東京タワー：UHF9 波）、横浜局 1 波（三ツ池公園：UHF1 波）の計 10 波を対象と

しました。

図 6.1－2 テレビ受信測定車の概要

 (3) 調査結果

 ① 地形の状況

計画地及びその周辺地域は、関東ローム層である立川・武蔵野ローム層からなる丘陵地で、T.P.
約 50～100m の尾根と谷戸が連なる地形となっています。また、計画地は一般国道 246 号線と東

名高速道路に挟まれた場所に位置し、計画地の西側は東京都町田市の市街地、東側は丘陵地を挟

んで横浜市旭区の市街地で、大規模改変地が形成されています。

 ② 工作物の状況

計画建物は東京工業大学敷地内の南側に計画しています。計画地の工作物の状況は、計画建物

は南東側の既存建物である 20 階建ての J2 棟の増設であり、北側約 50m に 10 階建ての G1 棟が

近接しています。計画建物の西～北側にかけては 6～11 階建ての既存建物等があり、東側には 9
～11 階建ての既存建物等があります。

計画地周辺地域の工作物の状況は、計画地の北西側の東急田園都市線すずかけ台駅周辺に 7～
13 階建ての高層マンションが点在し、さらにその西側には低層住宅が広がっています。一方、計

画地の東～南側の東名高速道路の沿線には斎場が隣接し、低層住宅の集落が散在しています。ま

た、計画地の南西側には介護老人保健施設が隣接し、低層住宅が畑の間に散在しています。

日影の影響に特に配慮すべき公共性の高い施設としては、前述の通り計画地内には、東京工業

大学の既存建物があります。

計画地周辺地域には、北側約 500m に墓地である横浜メモリアルガーデン、東側約 500ｍに集

会施設である岡部谷戸自治會館、南東側約 400m に横浜市北部斎場、南西側約 200m に 3 階建て

の三喜会ライフプラザ新緑、約 500m に集会施設である辻自治会館、北西側約 300ｍに南つくし

野こうま公園、約 500m に集会施設である 3 階建てのすずかけ会館、約 600m につばき公園、約

800ｍに町田市立南つくし野小学校、町田市立つくし野中学校、社団福祉法人龍美南つくし野保

育園、南つくし野学童保育クラブがあります。
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 ③ テレビジョン放送（地上アナログ放送波及び地上デジタル放送波）の受信の状況

ア 受信画質の状況

 地上アナログ放送波のチャンネル別受信画質の状況の評価結果は表 6.1－3 に、受信画質の評価

基準は表 6.1－4 に示すとおりです。また、地上デジタル放送波のチャンネル別受信画質の状況の

評価結果は表 6.1－5 に、受信画質の評価基準は表 6.1－6 に示すとおりです。評価結果の集計によ

ると、地上アナログ放送波については評価表示Ｃ（概ね良好）が多く測定され、地上デジタル放送

波については評価表示○（良好に受信）がすべての調査地点において測定されました（資料編 資

－19～28 参照）。

表 6.1－3 地上アナログ放送波の受信画質の評価結果

画質評価
チャンネル(ch) 放送局名

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計

1 NHK 総合 0 10 36 10 2 58
3 NHK 教育 0 11 32 11 4 58
4 日本テレビ 0 9 33 15 1 58
6 東京放送 0 15 34 9 0 58
8 フジテレビ 0 19 31 8 0 58

10 テレビ朝日 0 19 27 9 3 58
12 テレビ東京 0 14 28 15 1 58
14 メトロポリタン 0 2 20 28 8 58

東京局

16 放送大学 0 5 26 24 3 58
横浜局 42 テレビ神奈川 0 2 9 9 2 22

合 計 106 276 138 24 544
注）画質評価欄の数字は調査地点数です。

表 6.1－4 地上アナログ放送波の受信画質の評価基準

評価表示 評価基準

Ａ きわめて良好

Ｂ 良好

Ｃ 概ね良好

Ｄ 不良

Ｅ きわめて不良

資料：「建造物によるテレビ受信障害調査要領」

（平成 10 年 4 月、(社)日本 CATV 技術協会）
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表 6.1－5 地上デジタル放送波の受信画質の評価結果

画質評価
チャンネル(ch) 放送局名

○ △ × 計

27 NHK 総合 12 0 0 12
26 NHK 教育 12 0 0 12
25 日本テレビ 12 0 0 12
22 東京放送 12 0 0 12
21 フジテレビ 12 0 0 12
24 テレビ朝日 12 0 0 12
23 テレビ東京 12 0 0 12
20 メトロポリタン 12 0 0 12

東京局

28 放送大学 12 0 0 12
横浜局 18 テレビ神奈川 12 0 0 12

合 計 120 0 0 120
注）画質評価欄の数字は調査地点数です。

表 6.1－6 地上デジタル放送波の受信画質の評価基準

評価表示 評価基準

○ 良好に受信

△ ブロックノイズや画面フリーズが認められる

× 受信不能

6.1.2 環境保全目標

環境保全の目標は、次のとおり設定しました。

・現況の電波受信状況を悪化させないこと。

6.1.3 供用時に係る環境保全のための措置、予測及び評価

(1) 環境保全のための措置

環境保全のための措置は、以下に示すとおりです。

・J3 棟建設の計画地周辺においては、J2 棟等の影響により、すでに地上アナログ放送波につい

て電波障害対策を実施しておりますので、J3 棟建設に伴う場合についても電波障害が発生した

場合は同様に地域の状況を考慮し、ケーブルテレビの活用、共同受信施設の設置、アンテナ設

備の改善等により、地上デジタル放送波受信障害の解消に努めます。

・工事中に高所に設置されるクレーンは、未使用時にはブームを電波到来方向に向けて遮蔽面積

を最小にします。

 (2) 予測

  ① 予測事項

予測事項は、以下に示すとおりです。

・計画建物によるテレビ電波（地上アナログ放送波）の遮へい障害及び反射障害の範囲

  ② 予測方法等

   ア 予測時点

予測時点は、計画建物の竣工後としました。
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   イ 予測地域

予測地域は、現況調査地域と同様に、計画建物によるテレビ電波の遮へい障害及び反射障害

が予想される範囲としました。

   ウ 予測方法

「建造物障害予測技術（改訂版）」（NHK 営業総局受信技術センター編）、「テレビ電波障害計

算実用式」（日本放送協会）に示す方法により、建築物による反射波強度及び遮へい量を計算し、

合わせて受信状況調査の結果をもとに、受信障害が予測される範囲を求めました。

  ③ 予測結果

 計画建物によるテレビ電波の遮へい障害及び反射障害の範囲

地上アナログ放送波の障害予測範囲は、表 6.1－7 及び図 6.1－3(1)～(3)に示すとおりです。

東京局（VHF 及び UHF）については、遮へい障害が計画建物の南西方向に最長約 2.3 ㎞、

最大幅約 50ｍの範囲、反射障害が計画建物の北東方向に最長約 3.8 ㎞、最大幅約 1,600ｍの範

囲で発生すると予測されます。

 横浜局（テレビ神奈川）については、遮へい障害が計画建物の西方向に最長 2.6 ㎞、最大幅

約 50ｍの範囲、反射障害が計画建物の北北東方向に最長約 3.3 ㎞、最大幅約 170ｍの範囲で発

生すると予測されます。

表 6.1－7 地上アナログ放送波の障害予測範囲一覧

対象局 方向
最大障害距離

（㎞）

最大障害幅

（ｍ）

遮へい障害 南西 約 2.3 約 50
東京局

反射障害 北東 約 3.8 約 1,600
遮へい障害 西 約 2.6 約 50

横浜局
反射障害 北北東 約 3.3 約 170
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(3) 評価

計画建物により、テレビ電波（地上アナログ放送波）の遮へい障害及び反射障害が一部の地域

において発生すると予測されます。本事業に起因して新たに発生するテレビ電波受信障害に対し

ては、障害の実態を調査、確認の上、地域の状況を考慮し、ケーブルテレビの活用、共同受信施

設の設置、アンテナ設備の改善等を行い、テレビ電波障害の解消に努めることとし、地上アナロ

グ放送波の障害については、J2 棟建設時に共同受信アンテナの設置による対策をすでに実施して

います。

また、当該地上アナログ放送波障害対策範囲で、地上デジタル放送波受信状況調査を行った結

果、全調査地点で○（良好に受信）の結果となりました。

以上のことから、環境保全目標を満足すると評価しました。
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6.2 日照阻害

6.2.1 現況調査

(1) 調査項目

 本事業の実施により、計画建物による日照阻害の影響が予測されます。計画建物による日影の範

囲及び変化の程度を予測、評価するために、地形の状況、工作物の状況、関係法令・計画等を調査

項目として選定しました。

(2) 調査方法等

 ① 地形の状況

   地形の状況の調査は、地形図等の既存資料の収集・整理により行いました。

      

 ② 工作物の状況

   工作物の状況の調査は、住宅地図等の既存資料の収集・整理により行いました。

③ 関係法令・計画等

    関係法令・計画等の調査は、日照に係る関係法令等を整理する方法により行いました。

 (3) 調査結果

 ① 地形の状況

  計画地及びその周辺地域は、関東ローム層である立川・武蔵野ローム層からなる丘陵地で、

T.P.約 50～100m の尾根と谷戸が連なる地形となっています。また、計画地は一般国道 246 号

線と東名高速道路に挟まれた場所に位置し、計画地の西側は東京都町田市の市街地、東側は丘

陵地を挟んで横浜市旭区の市街地で、大規模改変地が形成されています。

② 工作物の状況

計画建物は東京工業大学敷地内の南側に計画しています。計画地の工作物の状況は、計画建

物は南東側の既存建物である 20 階建ての J2 棟の増設であり、北側約 50m に 10 階建ての G1
棟が近接しています。計画建物の西～北側にかけては 6～11 階建ての既存建物等があり、東側

には 9～11 階建ての既存建物等があります。

計画地周辺地域の工作物の状況は、計画地の北西側の東急田園都市線すずかけ台駅周辺に 7
～13 階建ての高層マンションが点在し、さらにその西側には低層住宅が広がっています。一方、

計画地の東～南側の東名高速道路の沿線には斎場が隣接し、低層住宅の集落が散在しています。

また、計画地の南西側には介護老人保健施設が隣接し、低層住宅が畑の間に散在しています。

日影の影響に特に配慮すべき公共性の高い施設としては、前述の通り計画地内には、東京工

業大学の既存建物があります。

計画地周辺地域には、北側約 500m に墓地である横浜メモリアルガーデン、東側約 500ｍに

集会施設である岡部谷戸自治會館、南東側約 400m に横浜市北部斎場、南西側約 200m に 3 階

建ての三喜会ライフプラザ新緑、約 500m に集会施設である辻自治会館、北西側約 300ｍに南

つくし野こうま公園、約 500m に集会施設である 3 階建てのすずかけ会館、約 600m につばき

公園、約 800ｍに町田市立南つくし野小学校、町田市立つくし野中学校、社団福祉法人龍美南

つくし野保育園、南つくし野学童保育クラブがあります。
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③ 関係法令・計画等

横浜市における建築物の日影規制は表 6.2－1 及び図 6.2－1 に示すとおり、「建築基準法」及

び「横浜市建築基準条例」により用途地域別に指定されています。なお、計画地は市街化調整

区域で、用途地域の指定のない区域であり、一般国道 246 号線沿い 50m が、幹線街路沿い 50m
の区域、その他が一般の区域に該当しますが、今回の計画建物及び既存建物は一般の区域に該

当します。一般の区域では、軒高が 7m を超える建築物、又は地上の階数が 3 以上の建築物に

ついて敷地境界から 5～10m の範囲の日影時間が 3 時間、敷地境界から 10m を超える範囲の日

影時間が 2 時間に規制されています。

表 6.2－1 日影規制の対象建築物と日影の規制時間

地域又は区域
制限を受ける

建築物

日影の

測定面

の高さ

敷地境界から 5～ 

10m の範囲の日影

時間

敷地境界から 10m 
を超える範囲の日影

時間

第一・二種低層住居専用地域

（容積率 150%を除く）
3 時間 2 時間

第二種低層住居専用地域

（容積率 150%）

軒高が 7m を超える 

建築物、又は地上の階

数が 3 以上の建築物

1.5m
4 時間 2.5 時間

第一・二種中高層住居専用地域 3 時間 2 時間

第一・二種住居地域

準住居地域
4 時間 2.5 時間

近隣商業地域（容積率 200%） 5 時間 3 時間

準工業地域（容積率 200%）

高さが 10m を超える 

建築物
4.0m

5 時間 3 時間 

一般の区域 
容積率 80％ 

又は 100% 

軒高が 7m を超える 

建築物、又は地上の

階数が 3 以上の建築物

1.5m 3 時間 2 時間
用途地域 

の指定の 

ない区域 
幹線街路 

沿い 50m 

の区域 

容積率 

200%
高さが 10m を超える 

建築物
4.0m 4 時間 2.5 時間
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6.2.2 環境保全目標

環境保全目標は、次のとおり設定しました。

 ・計画建物の存在による日影が居住環境に著しい影響を及ぼさないこと。

6.2.3 供用時に係る環境保全のための措置、予測及び評価

(1) 環境保全のための措置

  環境保全のための措置は、以下に示すとおりです。

   ・計画建物の位置については、既設建物である J2 棟計画時において、敷地内の比較的標高の低

い地盤（TP.61.0m）で、かつ敷地中央南側に建設を計画しています。

(2) 予測

 ① 予測事項

 予測事項は、以下に示すとおりです。

 ・対象事業の実施により変化する日照の状況

 ② 予測方法等

  ア 予測時点

予測時点は、工事が完了した時期とし、予測の季節は冬至日としました。

  イ 予測地域

   予測地域は、対象事業の実施により日照阻害を生じると想定される地域としました。

 ウ 予測方法

  計画建物による当時日の 8 時から 16 時（真太陽時）の時刻別日影図、等時間日影図、法令

に基づく日影規制図をコンピュータにより計算・作図する方法により予測しました。予測に

用いた条件は表 6.2－2 に示すとおりです。

表 6.2－2 日照阻害予測条件一覧

予測条件

項目
時刻別日影図

及び

等時間日影図

法令に基づく日影規制図

建物の位置

建物の形状

建物の高さ

「第 2 章 事業計画」参照

日影測定面の高さ 実地盤面±0m 平均地盤面+1.5m
予測時期 冬至日

予測時間帯 真太陽時の 8 時から 16 時

予測に用いた緯度・経度
緯度：北緯  35°40’
経度：東経 139°39’

③ 予測結果

 計画建物による冬至日における時刻別日影図は図 6.2－2 に、等時間日影図は図 6.2－3 に、

法令に基づく日影規制図は図 6.2－4 に示すとおりです。

 冬至日における計画建物による実地盤面（±0m）の日影は、北西側約 600m 付近から計画地

内を経て北東側約 600m 付近に及ぶと予測されます。また、8 時から 16 時の間に 1 時間以上の

日影が及ぶ範囲は、計画建物から最大で約 200m と予測されます。

なお、冬至日において 1 時間以上の日影を受ける既存建物は、すべて計画地内の大学施設で

あり、1～2 時間未満が B1B2 棟、B1B2A 棟、J1 棟、R3 棟、H1H2 棟の 5 棟、5～6 時間未満

が G1 棟の 1 棟ですが、5～6 時間未満の日影を受けるのは G1 棟の一部分で、大部分について
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は 2～3 時間未満の日影を受けると予測されます。

また、計画地における法令に基づく日影規制は、既存建物の存在により日影規制を満足して

いない箇所が存在しますが、日影規制施行前の既存建物によって生じる日影であり、計画建物

による日影ではないため、「建築基準法」の第 56 条の 2 に基づき「日影既存不適格の許可」を

申請します。
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(3) 評価

 冬至日における計画建物による実地盤面（±0m）の日影は、北西側約 600m 付近から計画地内

を経て北東側約 600m 付近に及ぶと予測されます。また、8 時から 16 時の間に 1 時間以上の日影

が及ぶ範囲は、計画建物から最大で約 200m と予測されます。

なお、冬至日において 1 時間以上の日影を受ける既存建物は、すべて計画地内の大学施設であ

り、1～2 時間未満が B1B2 棟、B1B2A 棟、J1 棟、R3 棟、H1H2 棟の 5 棟、5～6 時間未満が

G1 棟の 1 棟ですが、5～6 時間未満の日影を受けるのは G1 棟建物の一部分で、大部分について

は 2～3 時間未満の日影を受けると予測されます。

また、計画地における法令に基づく日影規制は、既存建物の存在により日影規制を満足してい

ない箇所が存在しますが、日影規制施行前の既存建物によって生じた日影であり、計画建物によ

る日影ではないため、「建築基準法」の第 56 条の 2 に基づき「日影既存不適格の許可」を申請し

ます。

以上のことから、環境保全目標を満足すると評価しました。
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6.3 風害 

6.3.1 現況調査 

(1) 調査事項 

 本事業の実施により、計画建物による風環境の変化が予測されます。計画建物の存在が計画地

周辺地域の風環境に及ぼす影響を予測、評価するために、風の状況、地形の状況、工作物の状況

を調査項目として選定しました。

 

(2) 調査方法等 

 ① 風の状況 

 計画地周辺の風環境を代表するものとして、計画地の南東約 15km に位置する横浜気象台の

調査結果を使用しました。横浜気象台の位置及び風向風速の調査期間は表 6.3－1 に示すとおり

です。

なお、計画地周辺の気象官署は、横浜気象台の他、海老名アメダス、八王子アメダスおよび

府中アメダスが存在しますが、計画地周辺の風向出現頻度等の比較を行ない、横浜気象台を選

定しました。（資料編 資－29 参照）

 

表 6.3－1 風向風速調査地点及び調査期間

調査地点 所在地 観測高さ 調査期間

横浜気象台 横浜市中区山手町 99 19.5m
平成 17 年 1月 

～平成 21 年 12 月

（5年間）

 

 ② 地形の状況 

 地形の状況の調査は、地形図等の既存資料の収集・整理により行いました。 

 

 ③ 工作物の状況 

 工作物の状況の調査は、住宅地図等の既存資料の収集・整理により行いました。 

 

(3) 調査結果 

 ① 風の状況 

 ア 風向 

 横浜気象台における平成 17（2005）年 1 月から平成 21（2009）年 12 月までの日最大瞬

間風速の風向出現頻度は図 6.3－1 に示すとおりです。

 日最大瞬間風速の風向出現頻度は北が最も多く、次いで、南西、東の順となっています。

イ 風速

横浜気象台における平成 17（2005）年 1 月から平成 21（2009）年 12 月までの日最大瞬

間風速の出現頻度は図 6.3－2 に示すとおりです。年間では風速 6～9ｍ/s の頻度が高くなっ

ています。季節別では、夏及び秋では 6～9m/s、春及び冬では 10～13m/s の頻度が高くなっ

ています。
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図 6.3－1 横浜気象台日最大瞬間風速の風向出現頻度

観測期間：2005/01-2009/12
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注)季節区分は春季：3～5月、夏季：6～8月、秋期：9～11月、冬季：12～2月としました。

図 6.3－2 横浜気象台日最大瞬間風速の出現頻度

② 地形の状況 

計画地及びその周辺地域は、関東ローム層である立川・武蔵野ローム層からなる丘陵地で、

T.P.約 50～100m の尾根と谷戸が連なる地形となっています。また、計画地は一般国道 246 号

線と東名高速道路に挟まれた場所に位置し、計画地の西側は東京都町田市の市街地、東側は丘

陵地を挟んで横浜市旭区の市街地で、大規模改変地が形成されています。

 ③ 工作物の状況 

計画建物は東京工業大学敷地内の南側に計画しています。計画地の工作物の状況は、計画

建物は南東側の既存建物である 20 階建ての J2 棟の増設であり、北側約 50m に 10 階建ての

G1 棟が近接しています。計画建物の西～北側にかけては 6～11 階建ての既存建物等があり、

東側には 9～11 階建ての既存建物等があります。

観測点：横浜気象台 

観測期間：2005/01-2009/12 

円内の数値は 1m/s 未満の頻度 
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計画地周辺地域の工作物の状況は、計画地の北西側の東急田園都市線すずかけ台駅周辺に 7
～13 階建ての高層マンションが点在し、さらにその西側には低層住宅が広がっています。一方、

計画地の東～南側の東名高速道路の沿線には斎場が隣接し、低層住宅の集落が散在しています。

また、計画地の南西側には介護老人保健施設が隣接し、低層住宅が畑の間に散在しています。

日影の影響に特に配慮すべき公共性の高い施設としては、前述の通り計画地内には、東京工

業大学の既存建物があります。

計画地周辺地域には、北側約 500m に墓地である横浜メモリアルガーデン、東側約 500ｍに

集会施設である岡部谷戸自治會館、南東側約 400m に横浜市北部斎場、南西側約 200m に 3 階

建ての三喜会ライフプラザ新緑、約 500m に集会施設である辻自治会館、北西側約 300ｍに南

つくし野こうま公園、約 500m に集会施設である 3 階建てのすずかけ会館、約 600m につばき

公園、約 800ｍに町田市立南つくし野小学校、町田市立つくし野中学校、社団福祉法人龍美南

つくし野保育園、南つくし野学童保育クラブがあります。

 

6.3.2 環境保全目標 

   環境保全目標は、次のとおり設定しました。 

・計画建物の建設に伴うビル風が、計画地及びその周辺地域の風環境に著しい影響を及ぼさな

いこと。 

 

6.3.3 供用時に係る環境保全のための措置、予測及び評価 

 (1) 環境保全のための措置 

   環境保全のための措置は、以下に示すとおりです。 

・J2 棟建設時に風環境に極力配慮した配置としました。 

・形状等については、風環境に極力配慮します。 

・必要に応じ常緑樹等による防風対策を実施します。 

 

 (2) 予測 

 ① 予測事項 

   予測事項は、以下に示すとおりです。 

   ・本事業の実施により変化する風環境の状況 

 

② 予側方法等 

  ア 予測時点 

    予測時点は、工事が完了した時期としました。 

イ 予測地域

   予測地域は、本事業の実施により風の状況に相当程度変化を及ぼすと想定される地域とし

て計画建物の高さの 3 倍程度の範囲を考慮して、計画地を中心とした 1 辺 600m の範囲とし

ました。なお、予測地域は図 6.3－3 に示します。
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ウ 予測方法

    予測の流れは図 6.3－4 に示すとおりです。予測方法は、3 次元風環境シミュレーションシ

ステム「Wind-design for Windows」（(株)構造計画研究所）を用いて数値的に解析する方法

としました。

 

 

 

図 6.3－4 風環境の予測評価フロ－

a) 予測ケース

   予測ケースは以下のとおりです。

     ケース 1：計画建物建設前

     ケース 2：計画建物建設後

調査対象地域の設定

解析準備

計画地及び
計画地周辺の地形建物の

情報整理

Ｙes

Ｎo

シミュレーション範囲及び

予測地点の設定

解析範囲内の条件設定
・地形
・周辺建物
・計画建物

予測計算(建設前・後)
(流体力学に基づいた数値

シミュレーション)

風向・風速の既存資料整理 
(横浜気象台) 

（2005 年 1 月-2009 年 12 月）

調査対象地域の風環境解析
・風向別日最大風速出現頻度
・風階級別日最大風速季節変化

風向出現頻度
風向別ワイブル係数

各予測地点における
日最大瞬間風速の超過頻度の算出

解析設定

計  算

風 環 境 の 評 価

予 測 ・ 評 価 の 終 了

防風対策の検討

評  価
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b) 予測風向

予測風向は、北、北北西、北西、西北西、西、西南西、南西、南南西、南、東南東、南

東、南南東、東、東北東、北東、北北東の 16 方位としました。

c) 予測高さ

 鉛直高さ 350m 
d) 予測地点

 予測地点は、計画地を中心に 50 点を設定しました。歩行者への影響を考慮するため、

測定高さは原則として地上から 1.5m としました。

   ｅ) 風環境評価指標及び予測方法 

風環境の評価指標には、表 6.3－2 に示す風速の累積出現頻度を用いる方法（村上式風環

境評価尺度）を用い、日最大瞬間風速が 10、15、20m/s を超過する頻度によりランク 1～
3 及びランク外に分類する方法によりました。

なお、村上式風環境評価尺度は日最大瞬間風速を用いるため、本予測では、横浜気象台

により観測された日最大瞬間風速を用いて、予測地点における風環境ランクを予測しまし

た。 

表 6.3－2 風環境評価指標

評価する強風のレベルと

許容される超過頻度

日最大瞬間風速（m/s）強風による影響の程度 対応する空間

10 15 20 

10% 0.9% 0.08% ラ
ン
ク
１ 

最も影響を受けや

すい用途の場所 

住宅地の商店街

野外レストラン
37 日 3 日 0.3 日

22% 3.6% 0.6% ラ
ン
ク
２ 

影響を受けやすい

用途の場所 

住宅地 

公園 
80 日 13 日 2 日

35% 7% 1.5% 

 

 

 

 

 

 

小

大 

ラ
ン
ク
３ 

比較的影響を受け

にくい用途の場所 
事務所街 

128 日 26 日 5 日

※本予測はランク 3 を超える領域をランク外とします。

注 1)：日最大瞬間風速：評価時間 2～3 秒の日最大値

   日最大平均風速：10 分間平均風速の日最大値

注 2)最大瞬間風速が 10m/s：ごみが舞い上がる、干し物が飛ぶ

  最大瞬間風速が 15m/s：立て看板、自転車等が倒れる、歩行困難

  最大瞬間風速が 20m/s：風に吹き飛ばされそうになる等の現象が発生する。

注 3)ガストファクター（地上 1.5m、評価時間 2～3 秒）

  2.5～3.0：密集した市街地（乱れは強いが平均風速はそれほど高くない）

  2.0～2.5：通常の市街地

  1.5～2.0：特に風速の大きい場所（高層ビル近傍の増速域など）

注 4)本表の読み方

例：ランク 1 の用途では、日最大瞬間風速が 10m/s を超過する頻度が 10%（年間約 37 日）以下

かつ 15m/s を超過する頻度が 0.9％（年間約 3 日）以下かつ 20m/s を超過する頻度が 0.08%
（年間約 0.3 日）以下であれば許容される。

ここで示す関連値は
地上 1.5m で定義
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③ 予測結果 

 風環境の予測結果は図 6.3－5 に、風環境区分別の地点数は表 6.3－4 に示すとおりです。

  ア ケース 1：計画建物建設前 

計画地では、計画建物の南西側（No.6、No.7）、資源化学研究所棟の南西側（No.15、
No.44）及び大学会館周辺の南東側（No.11)にランク 3～ランク外の地点が見られる他は、

ランク 1～ランク 2 になっています。ランクの高い地点については、主に建物の剥離流や

谷間風によるものと考えられます。

計画地周辺地域では、計画地の南西側（No.38、No.39、No.48)及びライフプラザ新緑付近

（No.3）にランク 3～ランク外が見られる他は、ランク 1～ランク 2 になっています。ラ

ンクの高い地点については、主に地形の影響が考えられます。

  イ ケース 2：計画建物建設後 

計画建物の南側及び北側（No.5、No.9)並びに生命理工学研究科棟の西側（No.40)でラ

ンクが上がり、ランク 2 が 1 地点、ランク 3 が 2 地点増加します。また、計画建物の南側

（No.6）ではランクが下がる地点も見られます。それ以外は計画地及びその周辺地域でラ

ンクの変化する地点はありませんでした。

 

表 6.3－4 風環境区分別の地点数

ケース 1 ケース 2
風環境

計画建物建設前 合計
計画建物建設後

（防風対策前）
合計

ランク 1

1 2 5 8 9 10 14 16 17 18 19 

20 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 33 37 40 41 42 47 49 

50 

30
地点

1 2 6 8 10 14 16 17 18 19 20 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

33 37 41 42 47 49 50 

28
地点

ランク 2 4 12 13 21 32 34 35 36 43 45 

46 

11 
地点

4 5 12 13 21 32 34 35 36 43 

45 46 

12
地点

ランク 3 3 11 38 44 48 
5

地点
3 9 11 38 40 44 48 

7
地点

ランク外 6 7 15 39 
4

地点
7 15 39 

3
地点

合  計 50 地点 50 地点

※ランク外はランク 3 を超える領域です。
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 (3) 評価 

3 次元風環境シミュレーションシステムによる予測結果から、計画建物の建築により、計画

建物の南側の 2 地点にランク 1 及び 2、また、計画建物の北側及び生命理工学研究科棟の西側

の 2 地点にランク 3 の風環境が新たに生じると予測されます。しかし、このランク 3 の 2 地点

とも、計画地内であり土地利用実態は大学の施設として利用されているため、ランク３が対応

する空間用途（事務所街）に相当すると考えられます。

以上のことから、環境保全目標を満足すると評価しました。
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6.4 景観

6.4.1 現況調査

 (1) 調査項目

 本事業の実施により、計画建物による景観への影響が予測されます。

 計画建物の存在が景観に及ぼす影響を予測、評価するために、地域景観の特性、主要な眺望地

点（近景域、中景域、遠景域）からの景観等の状況を調査項目として選定しました。

 (2) 調査方法等

  ① 地域景観の特性

 地域景観の特性の調査は、地形図や土地利用現況図等の既存資料の収集・整理により行いま

した。

  ② 主要な眺望地点（近景域、中景域、遠景域）からの景観等の状況

ア 調査時期

 主要な眺望地点（近景域、中景域、遠景域）からの景観等の状況は、平成 22 年 3 月 10 日

～平成 22 年 3 月 11 日に行いました。

イ 調査地域

主要な眺望地点（近景域、中景域、遠景域）からの景観等の状況の調査地域・調査地点につ

いては、主要な眺望地点からの可視領域のうち、景観に相当程度影響を及ぼすと想定される地

域、計画地周辺地域の計画建物が容易に見渡せると考えられる場所、眺望の良好な場所、不特

定多数の人の利用度や滞留度が高い場所等の主要な眺望地点を勘案して、表 6.4－1 及び図 6.4
－1 に示すとおり 6 地点を選定しました。

表 6.4－1 主要な眺望点

地点番号 眺望地点 距離 方向

① 三喜会ライフプラザ新緑前 約 200m 南

② セントラルハウス付近 約 450m 北東

③ CK すずかけ台付近 約 400m 北西

④ 内外電気東京配送センター付近 約 400m 南西

⑤ つきみ野サティ付近 約 2,500m 南西

⑥ 厚木街道しらとり台交差点 約 3,700m 北東

ウ 調査方法

主要な眺望地点（近景域、中景域、遠景域）からの景観等の状況の調査は、写真撮影による

現地調査により行いました。

なお、景観の状況の調査は、人の視点である地上高さ 1.5m での水平視を基本とした撮影を

行いました。
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(3) 調査結果

  ① 地域景観の特性

計画地及びその周辺地域は、丘陵地に位置しており、T.P.約 50～100m の尾根と谷戸が連な

る地形となっています。また、計画地の西側は東京都町田市の市街地、東側は丘陵地を挟んで

横浜市旭区の市街地で、大規模改変地が形成されています。

計画地内は、敷地の 30％を保存緑地とし、その中に中層、高層、超高層建物の大学施設が点

在しています。

計画地周辺地域の景観構成要素としては、計画地と隣接した北～東～南側に平坦地山林が広

がっています。平坦地山林をはさんで計画地東～北～北西側には、農地が広がっており、その

中に戸建住宅の集落や業務施設、老人福祉施設等が散在しています。また、計画地東側の農地

や戸建住宅をはさんで東名高速道路が北東～南西方向に通っています。

計画地西側には、一般国道 246 号線が北～南西方向に通っています。一般国道 246 号線をは

さんで計画地西側は、東急田園都市線が北東～南西方向に通り、東急田園都市線すずかけ台駅

周辺には、戸建住宅、集合住宅、商業施設等が混在しています。

このように、計画地及びその周辺地域は、丘陵部に造成された大学施設、平坦地山林、農地、

戸建住宅、集合住宅、商業施設、一般国道及び高速道路等といった景観構成要素が一体となり、

緑あふれる大学キャンパス及び市街地としての景観特性を呈しています。

  ② 主要な眺望地点（近景域、中景域、遠景域）からの景観等の状況

主要な眺望地点（近景域、中景域、遠景域）からの景観等の状況は、表 6.4－2 及び写真 6.4
－1～6 に示すとおりです

  

表 6.4－2 主要な眺望点

地点番号
眺望地点

（計画地からの距離）
景観の状況

① 三喜会ライフプラザ新緑付近

本地点は、計画建物の南側約 200ｍに位置する近景域です。

横浜市道若葉台 2 号線から三喜会ライフプラザ新緑の建物や

生産緑地、樹木が眺望できる景観です。計画地方向の眺望領

域は、樹木越しに J2 棟が眺望できます。

② セントラルハウス付近

本地点は、計画建物の北東約 450ｍに位置する中景域です。

セントラルハウス付近の横浜市道長津田中部 150 号線沿いに

樹木が眺望できる景観です。計画地方向の眺望領域は、道路

沿いの樹木越しに J2 棟が眺望できます。

③ CK すずかけ台付近

本地点は、計画建物の北西約 400ｍに位置する中景域です。

国道 246 号線や道路沿いの樹木、本学棟群が眺望できる景観

です。計画地方向の眺望領域は、国道 246 号線越しに J2 棟が

眺望できます。

④ 内外電気東京配送センター付近

本地点は、計画建物の南西約 400ｍに位置する中景域です。

横浜市道五貫目 4 号線沿いの戸建住宅や配送センターなどが

眺望できる景観です。計画地方向の眺望領域は、配送センタ

ー越しに J2 棟が眺望できます。

⑤ つきみ野サティ付近

本地点は、計画建物の南西約 2,500ｍに位置する遠景域です。

大和市道つきみ野 128 号線と戸建住宅が広がる景観です。計

画地方向の眺望領域は、戸建住宅越しにJ2棟が眺望できます。

⑥ 厚木街道しらとり台交差点

本地点は、計画建物の北東約 3,700ｍに位置する遠景域です。

国道 246 号線と丘陵地に広がる住宅等が眺望できる景観で

す。計画地方向の眺望領域は、国道 246 号線先の丘陵地に J2
棟が眺望できます。



- 66 -

6.4.2 環境保全目標

   環境保全の目標は、次のとおり設定しました。

・眺望を著しく阻害しないこと。

6.4.3 供用時に係る環境保全のための措置、予測及び評価

 (1) 環境保全のための措置

   環境保全のための措置は、以下に示すとおりです。

・J2 棟建設時に景観に極力配慮した配置としました。

・形状等については、景観に極力配慮します。

・大学敷地内の保存緑地を増やし、緑の景観構成を図ります。

 (2) 予測

  ① 予測事項

    予測事項は次に示すとおりです。

    ・対象事業の実施により変化する景観の状況

    

  ② 予測方法等

    対象事業の実施により変化する景観の状況

 ア 予測時点

予測時点は、工事が完了した時期としました。

   イ 予測地点

     予測地点は、現地調査地域・調査地点と同様としました。

   ウ 予測方法

 モンタージュを作成する方法により、対象事業の実施により変化する景観の状況を予測し

ました。

  ③ 予測結果

 ア 対象事業の実施により変化する景観の状況

  対象事業の実施により変化する景観状況は、表 6.4－3 及び写真 6.4－1～6 に示すとお

りです。
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表 6.4－3 対象事業の実施により変化する景観の状況

地点番号 眺望地点 景観の変化の状況

① 三喜会ライフプラザ新緑

供用時には、横浜市道若葉台 2 号線沿い樹木を前景に J3
棟の一部が出現し、景観の状況はかなり変化しますが、既

存建物の J2 棟と共に、すずかけ台キャンパスのランドマー

クとなる景観が形成されると予測されます。

② セントラルハウス付近

供用時には、横浜市道長津田中部 150 号線沿い樹木を前

景に J3 棟の一部が出現しますが、景観の状況の変化は少な

く、既存建物の J2 棟と共に、既存の大学棟の一部となり周

辺環境と調和した景観が形成されると予測されます。

③ CK すずかけ台付近

供用時には、一般国道 246 号線を前景に J3 棟の一部が出

現しますが、景観の状況の変化は少なく、既存建物の J2 棟

と共に、既存の大学棟の一部となり周辺環境と調和した景

観が形成されると予測されます。

④ 内外電気東京配送センター付近

供用時には、横浜市道五貫目 4 号線沿い配送センターを

前景に J3 棟の一部が出現しますが、景観の状況の変化は少

なく、既存の大学棟の一部となり周辺環境と調和した景観

が形成されると予測されます。

⑤ つきみ野サティ付近

供用時には、大和市道つきみ野 128 号線及び丘陵地区戸

建住宅を前景に J3 棟の一部が出現しますが、景観の状況の

変化はほとんどなく、既存建物の J2 棟と共に丘陵部スカイ

ラインの一部となり、街並みと調和した景観が形成される

と予測されます。

⑥ 厚木街道しらとり台交差点

供用時には、国道 246 号線及び丘陵地区住宅を前景に J3
棟の一部が出現しますが、景観の状況の変化はほとんどな

く、既存建物の J2 棟と共に、街並みと調和した景観が形成

されると予測されます。
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現 況  

供用時 

写真 6.4－1 ①三喜会ライフプラザ新緑
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現 況 

供用時 

写真 6.4－2 ②セントラルハウス付近
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現 況 

供用時 

写真 6.4－3 ③CK すずかけ台付近
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現 況 

供用時 

写真 6.4－4 ④内外電気東京配送センター
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現 況 

供用時 

写真 6.4－5 ⑤つきみ野サティ付近
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現 況 

供用時 

写真 6.4－6 ⑥厚木街道しらとり台交差点
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 (3) 評価

計画建物の出現により、近景域においては、景観の状況はかなり変化しますが、既存建物の J2
棟と共に、すずかけ台キャンパスのランドマークとなる景観が形成されると予測されます。中景

域においては、景観の状況の変化は少なく、既存建物の J2 棟と共に、既存の大学棟の一部となり、

周辺環境と調和した景観が形成されると予測されます。遠景域においては、景観の状況の変化は

ほとんどなく、既存建物の J2 棟と共に、街並みと調和した景観が形成されると予測されます。

なお、同規模の既存建物である J2 棟への苦情等は寄せられていません。

以上のことから、環境保全目標を満足すると評価しました。
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6.5 環境影響の総合的な評価

本事業の実施に伴い、事業計画案の内容及び計画地周辺地域等の環境特性、地域特性を勘案して

環境影響評価項目を選定し、環境影響評価を行った結果は表 6.5－1(1)～(4)に示すとおりです。各項

目とも適切な環境保全のための措置を講じることにより、環境保全目標を満足すると考えます。

表 6.5－1(1) 環境影響評価の結果

【電波障害（供用時）】

環境保全目標 環境保全措置 環境影響評価の結果

現況の電波受信状況を悪化さ

せないこと。

・J3 棟建設の計画地周辺におい

ては、J2 棟等の影響により、す

でに地上アナログ放送波につい

て電波障害対策を実施しており

ますので、J3 棟建設に伴う場合

についても電波障害が発生した

場合は同様に地域の状況を考慮

し、ケーブルテレビの活用、共

同受信施設の設置、アンテナ設

備の改善等により、地上デジタ

ル放送波受信障害の解消に努め

ます。

・工事中に高所に設置されるク

レーンは、未使用時にはブーム

を電波到来方向に向けて遮蔽面

積を最小にします。

計画建物により、テレビ電波

（地上アナログ放送波）の遮へ

い障害及び反射障害が一部の地

域において発生すると予測され

ます。本事業に起因して新たに

発生するテレビ電波受信障害に

対しては、障害の実態を調査、

確認の上、地域の状況を考慮し、

ケーブルテレビの活用、共同受

信施設の設置、アンテナ設備の

改善等を行い、テレビ電波障害

の解消に努めることとし、地上

アナログ放送波の障害について

は、J2 棟建設時に共同受信アン

テナの設置による対策をすでに

実施しています。

また、当該地上アナログ放送

波障害対策範囲で、地上デジタ

ル放送波受信状況調査を行った

結果、全調査地点で○（良好に

受信）の結果となりました。

以上のことから、環境保全目

標を満足すると評価しました。
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表 6.5－1(2) 環境影響評価の結果

【日照阻害（供用時）】

環境保全目標 環境保全措置 環境影響評価の結果

計画建物の存在による日影が

居住環境に著しい影響を及ぼさ

ないこと。

・計画建物の位置については、

既設建物であるJ2棟計画時にお

いて、敷地内の比較的標高の低

い地盤（TP.61.0m）で、かつ敷

地中央南側に建設を計画しま

す。

冬至日における計画建物によ

る実地盤面（±0m）の日影は、

北西側約 600m 付近から計画地

内を経て北東側約 600m 付近に

及ぶと予測されます。また、8
時から 16時の間に 1時間以上の

日影が及ぶ範囲は、計画建物か

ら最大で約 200m と予測されま

す。

なお、冬至日において 1 時間

以上の日影を受ける既存建物

は、すべて計画地内の大学施設

であり、1～2 時間未満が B1B2
棟、B1B2A 棟、J1 棟、R3 棟、

H1H2 棟の 5 棟、5～6 時間未満

が G1 棟の 1 棟ですが、5～6 時

間未満の日影を受けるのは G1
棟建物の一部分で、大部分につ

いては2～3時間未満の日影を受

けると予測されます。

また、計画地における法令に

基づく日影規制は、既存建物の

存在により日影規制を満足して

いない箇所が存在しますが、日

影規制施行前の既存建物によっ

て生じた日影であり、計画建物

による日影ではないため、「建築

基準法」の第 56 条の 2 に基づき

「日影既存不適格の許可」を申

請します。

以上のことから、環境保全目

標を満足すると評価しました。
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表 6.5－1(3) 環境影響評価の結果

【風 害（供用時）】

環境保全目標 環境保全措置 環境影響評価の結果

計画建物の設置に伴うビル風

が、周辺住民及び大学利用者の

生活環境に著しい影響を及ぼさ

ないこと。

・風環境に極力配慮した配置、

形状等に配慮するとともに、必

要に応じ常緑樹等による防風対

策を実施します。

3 次元風環境シミュレーショ

ンシステムによる予測結果か

ら、計画建物の建築により、計

画建物の南側の 2 地点にランク

1 及び 2、また、計画建物の北側

及び生命理工学研究科棟の西側

の 2 地点にランク 3 の風環境が

新たに生じると予測されます。

しかし、このランク 3 の 2 地点

とも、計画地内であり土地利用

実態は大学の施設として利用さ

れているため、ランク３が対応

する空間用途（事務所街）に相

当すると考えられます。

以上のことから、環境保全目

標を満足すると評価しました。
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表 6.5－1(4) 環境影響評価の結果

【景 観（供用時）】

環境保全目標 環境保全措置 環境影響評価の結果

眺望を著しく阻害しないこ

と。

・J2 棟建設時に景観に極力配慮

した配置としました。

・形状等については、景観に極

力配慮します。

・大学敷地内の保存緑地を増や

し、緑の景観構成を図ります。

計画建物の出現により、近景

域においては、景観の状況はか

なり変化しますが、既存建物の

J2 棟と共に、すずかけ台キャン

パスのランドマークとなる景観

が形成されると予測されます。

中景域においては、景観の状況

の変化は少なく、既存建物の J2
棟と共に、既存の大学棟の一部

となり、周辺環境と調和した景

観が形成されると予測されま

す。遠景域においては、景観の

状況の変化はほとんどなく、既

存建物の J2 棟と共に、街並みと

調和した景観が形成されると予

測されます。

なお、同規模の既存建物であ

るJ2棟への苦情等は寄せられて

いません。

以上のことから、環境保全目

標を満足すると評価しました。
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１．給排水・供給施設計画 





計画建物

モニター槽

公共下水道に接続

原水量 800m3/d

pH 5.7～9.3

BOD 20mg/L以下

COD 20mg/L以下

SS 36mg/L以下

T-N 8mg/L以下

実験系排水

三次洗浄水以上

廃水処理施設
（資－2～3参照）

調整池
（河川へ放流）

中水槽
（各建物に再利用）

生活系排水

pH 5.8～8.6

BOD 5mg/L以下

COD 5mg/L以下

SS 5mg/L以下

T-N 8mg/L以下

原水管理値

処理水管理値

1.1 実験系排水処理 工程図

資－1



2



3



２．廃棄物処理計画 





2.1 廃棄物の分類

資－4

廃
掃
法
に
よ
る
廃
棄
物

生活系
（家庭ごみ）

ご み

し 尿

特別管理
一般廃棄物

一般廃棄物

事業系廃棄物

実験系廃棄物
（図1.5参照）

特別管理
産業廃棄物

2.2 実験系廃棄物と生活系廃棄物の分別フロー図

研究室内で発生する廃棄物

実験に伴い発生する廃
棄物

実験に使用するもの
（化学物質付着の有無
によらない。未使用の

ものも含む）

梱包材・包装類・空き箱類

実験系廃棄物 生活系廃棄物（事業系一般廃棄物）

特に化学物質で
汚染されている

NO

NO

NO

YES

YES

YES

事業系
一般廃棄物

特別管理
産業廃棄物

事業系

産業廃棄物
（20種）

東京工業大学の廃棄物



2.3 実験系廃棄物の分類フロー図

資－5

水 銀 廃 棄 物

廃 試 薬

廃 サ ン プ ル

水 銀 含 有 廃 試 薬 ・ 廃 サ ン プ ル

水 銀 使 用 機 器 ・ 水 銀 汚 染 器 具

鉛 金 属 ・ 鉛 合 金 ・ 鉛 含 有 試 薬

鉛 蓄 電 池 ・ バ ッ テ リ ー

廃試薬・廃サンプ
ル

鉛 廃 棄 物

実 験 廃 液

ろ過困難沈殿含有水溶液

水 銀 ・ 鉛 廃 棄 物

有 機 廃 液

学 内 処 理

有 機 廃 液

無 機 廃 液

政 令 で 定 め る
有 害 物 質

廃 サ ン プ ル
基準値以上

洗浄液

基準値以下

基準値以上

産 廃 Ａ

化学物質少量付着

ろ 過 材 等 廃 棄 物

廃 ポ リ タ ン ク

寒 天 ・ ゲ ル 類 （ 減 菌 処 理 ）

寒 天 ・ ゲ ル 類 （ 未 処 理 ）

動 物 実 験 系 注 射 器 ・ 注 射 筒

実
験
系
固
形
廃
棄
物

水洗い

産 廃 Ｂ
政 令 で 定 め る
有 害 物 質

基準値以下

シ リ カ ゲ ル

空試薬瓶・ガラス器具類・ガラス基盤 TLC

産 廃 Ｂ化 学 物 質 使 用 注 射 針

指 定 業 者 へ 搬 出

事業系一般廃棄物

販 売 店 に 返 却

生 体 材 料 ・ 床 敷

空一斗缶・金属缶

ボ ン ベ

学内処理できない水銀含有廃棄物



分別区分 具体例 留意事項 搬出・回収方法

生ごみ・残飯・茶殻

（紙製・プラスチック類）

紙屑・ティッシュペーパー・汚れ
た紙

・原則として、束ねられないも
の

木片・割り箸・落ち葉
・3辺の長さが30㎝未満のもの
・机等は返納物品へ

布切れ・衣類

ポリ容器・ビニール・フィルム・プ
ラマークのついているもの

・ケーブルは特定回収品へ

発泡スチロール

アルミ箔 ・食品に使用したもの

ガラス・割れたコップ・陶器・せと
もの

厚手のビニール袋で大学
の指定する場所へ搬出

段ボール 段ボール
・コーティングされたものは容器包
装類へ
・粘着テープは取り除く

まとめてひもでしばり、部
局の指定する場所へ搬出

コピー用紙 上質紙・普通紙・リサイクル用紙
・付箋はついたままでもよい
・クリップ類・ホッチキス針は、はず
す

まとめてひもでしばり、部
局の指定する場所へ搬出

雑誌類 雑誌・本・パンフレット・カタログ
まとめてひもでしばり、部
局の指定する場所へ搬出

新聞紙 新聞紙・公告紙
まとめてひもでしばり、部
局の指定する場所へ搬出

紙容器包装類
化粧箱・菓子箱・封筒・裏カーボ
ン紙・感熱紙・ビニールコート
紙・包装紙・紙パック

・束ねられるもの
まとめてひもでしばり、部
局の指定する場所へ搬出

シュレッダー類 シュレッダーされた紙類 ・他のごみを混ぜないこと
指定ビニール袋で部局の
指定する場所へ搬出

アルミ缶・スチール缶
・蓋をはずして内容物を空にし、なる
べく水洗いする
・つぶさない

指定ビニール袋で大学の
指定する場所へ搬出

ペットボトル
・蓋をはずして内容物を空にし、なる
べく水洗いする

指定ビニール袋で大学の
指定する場所へ搬出

飲料瓶・調味料の瓶
・蓋をはずして内容物を空にし、なる
べく水洗いする
・試薬瓶は産廃Ｂ

指定ビニール袋で大学の
指定する場所へ搬出

金属片
金属片・スプレー缶・ねじ・ボル
ト・菓子缶（小）

・スプレー缶は穴を空ける
・3辺の長さが30㎝未満のもの

部局の指定する場所へ搬
出

一斗缶等 一斗缶・菓子缶（大）
・3辺の長さが30㎝未満のもの
・ペンキ缶は要相談

部局の指定する場所へ搬
出

ボタン電池等 ボタン電池・水銀電池
部局の指定する場所へ搬
出

乾電池
マンガン電池・アルカリ電池・リ
チウム電池・充電式電池

・鉛蓄電池は要相談
部局の指定する場所へ搬
出

蛍光管・電球・グローランプ ・水銀灯は別回収
部局の指定する場所へ搬
出

ケーブル・配線部品
部局の指定する場所へ搬
出

煉瓦・耐火材・ブロック材
部局の指定する場所へ搬
出

機械装置・パソコン・テレビ・エア
コン・冷蔵庫・洗濯機・什器類

部局の指定する場所へ搬
出

小型装置・消耗品・コンピュータ
付属品

部局の指定する場所へ搬
出

納入業者
回収品

トナーカートリッジ・インクカート
リッジ

・納入業者に回収させること 納入業者が回収

小型装置類等（備品番
号のないもの）

カートリッジ

種別

2.4　生活系廃棄物等の分別一覧表

指定ビニール袋で大学の
指定する場所へ搬出

指定ビニール袋で大学の
指定する場所へ搬出（生
ごみを除き同じ袋で可）

指定ビニール袋で大学の
指定する場所へ搬出（ガ
ラス片・陶器を除き同じ袋
で可）

蛍光管

ケーブル

煉瓦・耐火材

機械装置類等（備品番
号のあるもの）

返納品

生ごみ

弁当箱

紙屑

木片

布

プラスチック類

発砲スチロール

アルミ箔

ガラス片・陶器

古
紙

金
属
類

電
池
類

飲料缶

ペットボトル

瓶

燃やす
ごみ

燃やさな
いごみ

リサイクル
品

特定
回収品
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３．騒音・振動 

 

3.1 騒音・振動現地調査結果 

3.1.1 調査目的

本業務は、東京工業大学すずかけ台キャンパス内にある J3 棟の整備等に際し、騒音・振動の現

況を把握するとともに、周辺環境への影響を検討するものです。 

 

3.1.2 調査内容

(1) 調査項目

調査項目は、表 3.1－1 に示すとおりです。 

表 3.1－1 調査項目

調査事項 項目

騒音 騒音レベル

振動 振動レベル

 

(2) 調査地点 

調査地点は、表 3.1－2 及び図 3.1－1 に示すとおりです。

表 3.1－2 調査地点

調査地点 住所 用途地域 騒音の環境基準類型

三喜会ライフプラザ新緑

付近敷地境界

神奈川県横浜市緑区

長津田町 4259 市街化調整区域 B 類型

 



8
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(3) 調査日時 

調査日時は、表 3.1－3 に示すとおりです。 

表 3.1－3 調査日時

調査事項 調査日時

騒音・振動 平成 22 年 3 月 10 日（水）12 時～ 3 月 11 日（木）12 時

 

(4) 調査方法 

① 測定方法

騒音は「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年 9 月 30 日環境庁告示第 64 号)、振動は「振

動規制法施行規則」(昭和 51 年 11 月 10 日総理府令第 58 号)の方法を基本として実施しました。

各測定方法は、表 3.1－4 に示すとおりです。また、調査風景写真は、図 3.1－2 に示すとおり

です。

表 3.1－4 測定方法

項目 方法

騒音レベル

計量法第 71 条の条件に合格した「普通騒音計」を使用して JIS Z 8731「環境騒音の

表示・測定方法」に準拠し測定しました。マイクロホンを地上高 1.2ｍに設置し、騒音

計の周波数重み特性をＡ特性に、時間重み特性を F(FAST)に設定して 10 分間隔で、

24 時間測定しました。

振動レベル

計量法第 71 条の条件に合格した「振動レベル計」を使用して JIS Z 8735「振動レベ

ル測定方法」に準拠し測定しました。ピックアップを固い地表面に設置し、振動レベ

ル計の振動感覚補正回路を鉛直振動特性に設定し、Z（鉛直）方向について毎正時から

10 分間、24 時間測定しました。

図 3.1－2 調査風景写真
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② 使用測定機器

使用測定機器は、表 3.1－5 に示すとおりです。

表 3.1－5 使用測定機器

測定項目 機器名 メーカー 型式 測定範囲

騒音レベル 積分形普通騒音計 リオン㈱ NL-22 28～130dB 
(A 特性:20～8000Hz) 

振動レベル 振動レベル計 リオン㈱ VM-53A 
VL：25～120dB 
VAL：30～120dB 
(1Hz～80Hz) 

③ 測定値の整理方法

測定値の整理方法は、表 3.1－6 に示すとおりです。

表 3.1－6 調査値の整理方法

測定項目 整理方法

騒音レベル

観測時間（1 時間毎）の等価騒音レベル（LAeq）は、時間内に積分型普通騒音計から得

られた実測時間（10 分毎）の演算結果をエネルギー平均し、時間率騒音レベル（LA5, LA10,
LA50, LA90, LA95）は算術平均しました。同様に、基準時間帯（昼間、夜間）の等価騒音

レベルは、時間内の観測時間の値をエネルギー平均し、時間率騒音レベルは算術平均し

ました。観測時間の騒音レベルは小数点以下 1 桁、基準時間帯の騒音レベルは整数で表

記しました。単位はデシベルで単位記号は dB としました（以下 dB と表記する）。

振動レベル

毎正時毎に振動レベル計の演算機能（5 秒毎に 100 個サンプリングし、演算する）より

得られた時間率振動レベル（L10, L50, L90）としました。

観測時間の振動レベルは小数点以下 1 桁、基準時間帯の振動レベルは整数で表記しまし

た。単位はデシベルで単位記号は dB としました（以下 dB と表記する）。
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3.1.3 調査結果

(1) 測定結果

① 騒音レベル

騒音レベルの測定結果は、表 3.1－7 及び図 3.1－3 に示すとおりです。

本調査地点は東京工業大学すずかけ台キャンパスの南西側敷地境界であり、調査地点周辺に

大きな騒音を発生させる施設等は存在しません。調査地点の南東側約 350m の場所に東名高速

道路が、北東側約 320m の場所に国道 246 号が存在します。

調査地点周辺で聞かれる音としては、J2 棟から発生する室外機の定常音、構内を移動する自

動車音、ライフプラザ新緑からの室外機音および作業音、航空機音、東名高速道路もしくは国

道 246 号を通過する自動車音などです。また、構内からテニスを行う音が聞かれました。

調査結果をみると、昼間、夜間ともに騒音レベルに大きな差はなく、一日を通して等価騒音

レベルは 50dB 前後の値を示していました。

表 3.1－7 騒音レベル測定結果総括表

単位：dB

LAeq LA5 LA50 LA95
調査地点

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

三喜会ライフプラザ新緑

付近敷地境界
52 50 54 51 51 50 50 49 

注) 昼間：6～22 時、夜間：22～6 時

図 3.1－3 騒音レベルの時間変動 

(dB) 
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② 振動レベル

振動レベルの測定結果は、表 3.1－8 及び図 3.1－4 に示すとおりです。

本調査地点周辺には振動の発生源となる施設はなく、L10は昼間 25dB、夜間 23dB と低い値

を示していました。

表 3.1－8 振動レベル測定結果総括表

単位：dB

L10 L50 L90
調査地点

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

三喜会ライフプラザ新緑

付近敷地境界
25 23 23 21 21 19 

注1) 昼間：8～19 時、夜間：19～8 時

注2) 25dB 未満の値は測定器の測定範囲外のため参考値です。

 

図 3.1－4 振動レベルの時間変動
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(2) 基準値等との比較

① 騒音レベル

ア 環境基準

横浜市環境影響評価技術指針（平成 11 年 7 月）では、騒音に関する環境保全目標設定の指

標として、下記の事項を示しています。

① 横浜市の環境管理計画の環境目標達成のための指標

② 環境基準

③ 騒音の状況に著しい影響を及ぼさない水準

④ 科学的知見

ここでは、②の指標である環境基準と調査結果を比較します。

環境基準は、表 3.1－9 に示すとおりです。本調査地点は市街化調整区域のため、地域の類

型は B が当てはめられます。

本調査結果と環境基準との比較は、表 3.1－10 に示すとおりです。本調査結果では夜間は

環境基準を超過していました。

本調査結果は様々な発生源による騒音の影響を受けているため、東工大すずかけ台キャン

パスの施設から発生した騒音レベルの影響分は不明です。このため、今後、環境基準を達成

する方策を検討する場合には、個々の音源からの影響分を明確にする必要があります。

表 3.1－9 騒音に係る環境基準

基準値（等価騒音レベル）
地域の類型

昼間（6 時～22 時） 夜間（22 時～6 時）

AA 50 デシベル 40 デシベル

A 及び B 55 デシベル 45 デシベル

C 60 デシベル下 50 デシベル

注）地域の類型は神奈川県告示第 312 号(平成 11 年 3 月 30 日)により、以下のように定められ

ています。

  A ：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

  B ：第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、その他の地域

  C ：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

表 3.1－10 環境基準との比較（騒音：LAeq）

単位：dB
LAeq

調査地点
昼間 夜間

三喜会ライフプラザ新緑

付近敷地境界
52 50

環境基準 55 45 

注1) 昼間：6～22 時、夜間：22～6 時

注2)     ：環境基準超過
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イ 横浜市生活環境の保全等に関する条例

横浜市生活環境の保全等に関する条例によって定められた事業所において発生する騒音の

許容限度は、表 3.1－11 に示すとおりです。横浜市内の事業所は許容限度を遵守するよう求

められています（条例第 31 条）。

本調査の測定結果には、施設から発生する室外機音、構内を移動する自動車音、テニス等

の音などのほか、東名高速道路もしくは国道 246 号を通過する自動車音など、周辺施設等か

らの音も含まれた結果のため、本調査結果と規制基準と比較を行うことは適切では無いが、

参考として比較を行います。

本調査地点は市街化調整区域のため、「その他の地域」が当てはめられます。また、騒音の

大きさの決定は、表 3.1－11 注意書きのうち、「(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に

変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の 90％レンジの上

端の数値(LA5)」としました。

本調査結果と規制基準との比較は、表 3.1－12 に示すとおりです。本調査結果では昼間以

外の時間帯は規制基準を超過していました。

資－13 ページの環境基準との比較と同様、施設から発生した騒音レベルの影響分が不明で

あるため、規制基準に適合する方策を検討する場合には、個々の音源からの影響分を明確に

する必要があります。

表 3.1－11 騒音の規制基準（横浜市生活環境の保全等に関する条例）

             時間

地域
昼間(8 時～18 時) 朝(6 時～8 時)

夕(18 時～23 時) 夜間(23 時～6 時)

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

50 デシベル 45 デシベル 40 デシベル

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

65 デシベル 60 デシベル 50 デシベル

工業地域 70 デシベル 65 デシベル 55 デシベル

工業専用地域 70 デシベル 75 デシベル 65 デシベル

その他の地域 55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル

注）騒音の測定の方法は、規格Ｚ8731 に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決

  定は、次のとおりとします。

  (1) 騒音の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値

  (2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合

    は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値

  (3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の 90％レンジの上端の数値

  (4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、そ

    の変動ごとの指示値の 90％レンジの上端の数値
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表 3.1－12 横浜市規制基準との比較（騒音：LA5）

単位：dB
LA5

調査地点
朝 昼間 夕 夜間

三喜会ライフプラザ新緑

付近敷地境界
54 54 53 51

規制基準 50 55 50 45 

注1) 朝：6～8 時、昼間：8～18 時、夕：18～23 時、夜間：23～6 時

注2)     ：規制基準超過

また、参考として 3 月 11 日（木）10:40～10:50 に瞬時値で騒音レベルの観測を行った結

果は、図 3.1－5 に示すとおりです。

無風時で特定の音源から影響を受けていない時の騒音レベルは、49～51dB 程度でした。

 

3/11 10:40～10:50

40

45

50

55

60

65

70

75

騒
音

レ
ベ

ル
(d

B
)

 

図 3.1－5 騒音レベルの瞬時値（3 月 11 日 10:40～10:50）

10:40 10:50 

ライフプラザ新緑

の駐車場から発生

した音

風による葉の擦

れる音

構内で小型貨物車

が発進する音
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② 振動レベル

ア 横浜市生活環境の保全等に関する条例

横浜市生活環境の保全等に関する条例によって定められた事業所において発生する振動の

許容限度は、表 3.1－13 に示すとおりです。本調査地点は市街化調整区域のため、「その他の

地域」が当てはめられます。また、本施設から発生する振動は構内を移動する自動車による

もの等であり、振動レベルの決定は表 3.1－13 注意書きのうち、「(3) 測定器の指示値が不

規則かつ大幅に変動する場合は、５秒間隔で 100 個又はこれらに準ずる間隔及び個数の測定

値の 80％レンジの上端の数値(L10)」としました。

本調査結果と規制基準との比較は、表 3.1－14 に示すとおりです。本調査結果では昼夜と

もに規制基準を下回っていました。

表 3.1－13 振動の規制基準（横浜市生活環境の保全等に関する条例）

時間

地域
昼間(8 時～19 時) 夜間(19 時～8 時)

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

60 デシベル 55 デシベル

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

60 デシベル 55 デシベル

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

65 デシベル 60 デシベル

工業地域 70 デシベル 60 デシベル

工業専用地域 70 デシベル 65 デシベル

その他の地域 60 デシベル 55 デシベル

注）振動レベルの決定は、次のとおりとします。

 (1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値

 (2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値

の平均

 (3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、５秒間隔で 100 個又はこれらに準

ずる間隔及び個数の測定値の 80％レンジの上端の数値

表 3.1－14 横浜市規制基準との比較（振動：L10）

単位：dB
L10

調査地点
昼間 夜間

三喜会ライフプラザ新緑

付近敷地境界
25 23 

規制基準 60 55 

注3) 昼間：8～19 時、夜間：19～8 時
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表 3.1－15 騒音測定結果表

測定地点:三喜会ライフプラザ新緑付近敷地境界

測定日  :平成22年 3月11日(木)～ 3月12日(金) 単位:dB

2区分 4区分 LAeq LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LAMAX

12:00～13:00 50.8 52.6 52.0 50.4 49.4 49.2 68.8

13:00～14:00 50.5 51.8 51.3 50.1 49.3 49.1 72.1

14:00～15:00 51.9 53.6 52.9 50.8 49.9 49.8 71.5

15:00～16:00 52.2 54.9 53.3 51.4 50.7 50.6 67.6

16:00～17:00 52.9 56.9 53.9 51.1 50.2 50.0 69.3

17:00～18:00 52.5 55.5 53.1 51.0 50.4 50.2 69.9

18:00～19:00 51.8 53.5 52.7 50.4 49.6 49.4 69.7

19:00～20:00 49.9 50.9 50.6 49.8 49.2 49.0 61.8

20:00～21:00 51.5 52.9 51.2 49.8 48.9 48.7 71.6

21:00～22:00 53.0 56.6 53.8 50.0 49.1 48.9 70.4

22:00～23:00 49.8 50.9 50.6 49.7 48.8 48.7 58.5

23:00～00:00 49.9 51.0 50.7 49.8 48.9 48.7 58.7

00:00～01:00 49.5 50.5 50.2 49.4 48.6 48.4 56.1

01:00～02:00 49.7 51.2 50.6 49.3 48.4 48.2 67.1

02:00～03:00 49.4 50.5 50.2 49.2 48.4 48.2 60.1

03:00～04:00 50.0 51.1 50.6 49.6 48.9 48.7 66.0

04:00～05:00 50.0 51.1 50.8 49.9 49.0 48.8 60.5

05:00～06:00 51.8 53.1 52.4 51.4 50.8 50.6 73.8

06:00～07:00 52.6 54.5 53.2 51.9 51.2 51.0 73.3

07:00～08:00 52.4 53.3 52.3 51.2 50.6 50.4 72.6

08:00～09:00 51.9 52.8 52.1 51.1 50.4 50.3 72.5

09:00～10:00 52.4 54.4 53.0 51.0 50.2 49.9 71.0

10:00～11:00 52.9 56.1 53.5 50.0 49.0 48.8 73.9

11:00～12:00 51.6 53.4 52.1 50.5 49.5 49.3 72.2

昼間 52 54 53 51 50 50 74

夜間 50 51 51 50 49 49 74

朝 53 54 53 52 51 51 73

昼間 52 54 53 51 50 50 74

夕 51 53 52 50 49 49 72

夜間 50 51 51 50 49 49 74

2区分時間帯（環境基準）:昼間: 6～22時 夜間:22～ 6時

4区分時間帯（横浜市条例）:昼間: 6～22時 夜間:22～ 6時

2区分

4区分

昼間

夜間

昼間

朝

昼間

夜間

夕

時間

騒音レベル測定結果

昼間

時間帯
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表 3.1－16 振動レベル測定結果表

測定地点:三喜会ライフプラザ新緑付近敷地境界

測定日  :平成22年 3月11日(木)～ 3月12日(金) 単位:dB

時間帯 時間 Ｌ10 Ｌ50 Ｌ90

12:00～13:00 25.1 22.8 21.5

13:00～14:00 24.9 22.8 21.2

14:00～15:00 24.7 23.0 21.4

15:00～16:00 24.4 22.7 21.5

16:00～17:00 25.4 23.1 21.5

17:00～18:00 23.7 21.4 19.7

18:00～19:00 21.6 19.5 18.1

19:00～20:00 21.4 19.5 17.6

20:00～21:00 22.2 19.8 18.4

21:00～22:00 21.5 19.3 17.6

22:00～23:00 21.6 19.7 17.9

23:00～00:00 22.7 20.6 19.0

00:00～01:00 23.2 20.9 19.5

01:00～02:00 21.7 19.5 18.1

02:00～03:00 22.3 20.2 18.4

03:00～04:00 22.0 19.8 18.3

04:00～05:00 22.4 20.6 19.2

05:00～06:00 24.5 23.3 20.8

06:00～07:00 23.9 22.7 21.5

07:00～08:00 23.5 22.3 21.1

08:00～09:00 24.6 22.8 21.6

09:00～10:00 25.4 24.2 22.8

10:00～11:00 27.2 24.7 22.7

11:00～12:00 26.6 24.4 22.8

昼間 25 23 21

夜間 23 21 19

時間帯:昼間: 8～19時 夜間:19～ 8時

25dB未満の値は測定器の測定範囲外のため参考値である。

2区分

昼間

夜間

昼間

 



測定風景写真

平成 22 年 3 月 11 日（木）12 時 

～3 月 12 日（金）12 時 

騒音・振動現地調査 

三喜会ライフプラザ新緑付近敷地境界 

平成 22 年 3 月 11 日（木）12 時 

～3 月 12 日（金）12 時 

騒音・振動現地調査 

三喜会ライフプラザ新緑付近敷地境界 

平成 22 年 3 月 11 日（木）12 時 

～3 月 12 日（金）12 時 

騒音・振動現地調査 

三喜会ライフプラザ新緑付近敷地境界 

平成 22 年 3 月 11 日（木）12 時 

～3 月 12 日（金）12 時 

騒音計 

三喜会ライフプラザ新緑付近敷地境界 

平成 22 年 3 月 11 日（木）12 時 

～3 月 12 日（金）12 時 

振動計 

三喜会ライフプラザ新緑付近敷地境界 

平成 22 年 3 月 11 日（木）12 時 

～3 月 12 日（金）12 時 

振動計ピックアップ 

三喜会ライフプラザ新緑付近敷地境界 
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測定風景写真

三喜会ライフプラザ新緑付近敷地境界から 

Ｊ２棟方面を撮影 

平成 22 年 3月 11 日（木） 

Ｊ２棟から測定地点方面を撮影 

平成 22 年 3 月 12 日（金） 
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４．電波障害 





テレビ
神奈川

ch1 ch3 ch4 ch6 ch8 ch10 ch12 ch14 ch16 ch42

電圧 73 66 67 67 65 66 66 51 65

評価 C C C C C C C D C

電圧 66 60 62 68 68 70 68 50 62

評価 C C C C C C C D D

電圧 75 79 67 79 76 77 70 50 63

評価 D D D C C C C D C

電圧 85 84 79 80 84 82 77 48 60

評価 C B B C B B C D C

電圧 63 72 63 70 65 64 51 42 45

評価 D D D C D C E D E

電圧 80 80 64 71 63 62 68 39 49

評価 C C C C D D D E D

電圧 77 79 68 72 73 73 74 44 54

評価 C C C C C C C D C

電圧 74 71 69 75 78 77 77 53 65

評価 C D C C B B C C C

電圧 73 65 55 60 58 62 59 39 47

評価 C D D D D D D E D

電圧 62 51 63 67 70 64 55 43 49

評価 D E D C D D D D D

東京局 備考
アンテナ高(m)など

調査項目調査地点

1

2

3

4

5

6

7

8

参考事項

電圧は次の測定値で表示しました。

　*75Ω終端せん頭値（dBμ）
　*2分配ロス値修正（4dB）

　評価は次の基準による受信画像の評価です。

　　A：きわめて良好　　　
　　C：おおむね良好
　　E：きわめて不良

B：良好
D：不良

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

9

10

4.1　地上アナログ放送波受信状況調査結果表(1)
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テレビ
神奈川

ch1 ch3 ch4 ch6 ch8 ch10 ch12 ch14 ch16 ch42

電圧 79 83 76 79 81 80 77 46 56

評価 C C C C C C C C D

電圧 84 84 73 80 77 79 76 38 47

評価 B C C B B B C E D

電圧 73 79 72 80 76 75 72 50 60

評価 C C C C C C C C C

電圧 78 75 71 76 77 73 72 44 60

評価 C D D C C D C E D

電圧 71 75 67 74 79 78 74 49 65

評価 C D C C C C C D C

電圧 86 90 78 88 87 85 86 68 79

評価 B B C B B B B B B

電圧 80 80 74 83 84 80 80 61 73

評価 C C B B B B B C B

電圧 81 80 72 73 76 64 76 43 49

評価 C C C C C E D D D

電圧 74 82 70 82 76 77 70 58 68

評価 D D C C C C D D C

電圧 71 63 50 72 69 57 58 49 59

評価 D E E D D E D D D

参考事項

電圧は次の測定値で表示しました。

　*75Ω終端せん頭値（dBμ）
　*2分配ロス値修正（4dB）

　評価は次の基準による受信画像の評価です。

　　A：きわめて良好　　　 B：良好
　　C：おおむね良好 D：不良
　　E：きわめて不良

19 10m

20 10m

17 10m

18 10m

15 10m

16 10m

13 10m

14 10m

12 10m

11 10m

4.1　地上アナログ放送波受信状況調査結果表(2)

調査地点 調査項目
東京局 備考

アンテナ高(m)など
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テレビ
神奈川

ch1 ch3 ch4 ch6 ch8 ch10 ch12 ch14 ch16 ch42

電圧 82 79 73 81 76 75 73 49 60

評価 C C C C C C C C C

電圧 80 82 68 73 69 69 71 44 46

評価 C C C C C C C D D

電圧 75 76 63 66 75 78 77 50 61

評価 C C D D C C C C C

電圧 80 80 77 77 75 78 76 48 55

評価 C C C B B B B C D

電圧 74 79 73 76 74 70 74 46 56

評価 C C C C C C C D D

電圧 84 85 78 83 80 76 78 57 68

評価 B B B B B B B C C

電圧 74 79 73 78 78 73 73 47 56

評価 C C C C C C C D D

電圧 80 80 70 77 77 76 71 49 61

評価 C C C C C C C D C

電圧 84 85 78 86 85 80 78 52 66

評価 C C B B B B B C C

電圧 90 90 80 82 85 82 82 58 69

評価 B B B B B B B C C

調査地点 調査項目
東京局 備考

アンテナ高(m)など

21 10m

22 10m

23 10m

24 10m

25 10m

26 10m

27 10m

28 10m

B：良好
　　C：おおむね良好 D：不良

29 10m

30 10m

4.1　地上アナログ放送波受信状況調査結果表(3)

参考事項

電圧は次の測定値で表示しました。

　*75Ω終端せん頭値（dBμ）
　*2分配ロス値修正（4dB）

　評価は次の基準による受信画像の評価です。

　　E：きわめて不良

　　A：きわめて良好　　　
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テレビ
神奈川

ch1 ch3 ch4 ch6 ch8 ch10 ch12 ch14 ch16 ch42

電圧 89 87 78 86 87 87 81 60 72

評価 C C C B B B B C C

電圧 86 88 80 86 84 84 81 53 66

評価 B B B B B B B D D

電圧 80 82 76 81 82 81 79 51 66

評価 C C C C C C C C C

電圧 76 76 70 76 75 73 72 50 62

評価 C C C C C C D D C

電圧 66 63 67 74 72 68 65 44 58

評価 E E D D C C D D D

電圧 81 75 75 82 83 82 78 54 68

評価 C C C C C B B C C

電圧 78 78 72 79 78 78 72 51 58

評価 C C C C C C C D D

電圧 80 81 71 82 84 80 78 54 69

評価 C B C C C C C C C

電圧 86 87 82 85 86 88 84 62 74

評価 B B B B B B B C B

電圧 80 81 75 80 80 80 79 54 67

評価 C B C C B B C D C

参考事項

電圧は次の測定値で表示しました。

　*75Ω終端せん頭値（dBμ）
　*2分配ロス値修正（4dB）

　評価は次の基準による受信画像の評価です。

　　A：きわめて良好　　　 B：良好
　　C：おおむね良好 D：不良
　　E：きわめて不良

39 10m

40 10m

37 10m

38 10m

35 10m

36 10m

33 10m

34 10m

31 10m

32 10m

備考
アンテナ高(m)など

4.1　地上アナログ放送波受信状況調査結果表(4)

調査地点 調査項目
東京局
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テレビ
神奈川

ch1 ch3 ch4 ch6 ch8 ch10 ch12 ch14 ch16 ch42

電圧 88 85 76 85 83 84 82 61 74

評価 C C C C C C C C C

電圧 78 80 74 76 78 76 73 49 60

評価 C C C C C C C D C

電圧 67 70 58 68 68 70 67 40 47

評価 D D D C C D D E E

電圧 89 89 84 88 87 86 85 62 75

評価 B B B B B B C C C

電圧 74 73 72 79 76 76 76 47 62

評価 D C C C C C C D D

電圧 80 76 63 69 69 70 63 40 50

評価 C C D D C C D E D

電圧 68 66 65 68 72 69 66 42 52

評価 D D D D C D C E E

電圧 71 74 67 75 75 71 72 48 59

評価 C C D C C C D D D

電圧 88 85 76 72 78 76 72 52 61

評価 B B C B B C C C C

電圧 76 74 62 70 70 46 65 43 51

評価 C C D C C E D D D

10m50

4.1　地上アナログ放送波受信状況調査結果表(5)

調査地点 調査項目
東京局 備考

アンテナ高(m)など

41 10m

42 10m

43 10m

44 10m

45 10m

46 10m

47 10m

48 10m

49 10m

参考事項

電圧は次の測定値で表示しました。

　*75Ω終端せん頭値（dBμ）
　*2分配ロス値修正（4dB）

　評価は次の基準による受信画像の評価です。

　　A：きわめて良好　　　 B：良好
　　C：おおむね良好 D：不良
　　E：きわめて不良
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テレビ
神奈川

ch1 ch3 ch4 ch6 ch8 ch10 ch12 ch14 ch16 ch42

電圧 59 60 50 58 55 59 57 44 52

評価 E E D D D D D D D

電圧 78 81 73 78 78 73 69 46 58

評価 C C C C C C C D D

電圧 84 89 77 82 84 81 79 61 73

評価 C C C C B B B C B

電圧 89 91 85 91 90 85 84 64 77

評価 B B B B B B B B B

電圧 70 71 69 73 71 72 71 45 51

評価 D D D D D D D D D

電圧 72 77 61 63 59 68 61 38 56

評価 D D D D D D D E D

電圧 85 90 79 84 84 83 79 59 70

評価 B C C B B B B C C

電圧 88 87 75 83 83 81 82 49 66

評価 C C C B B B B D C

電圧 55

評価 D

電圧 59

評価 D

4.1　地上アナログ放送波受信状況調査結果表(6)

参考事項

電圧は次の測定値で表示しました。

　*75Ω終端せん頭値（dBμ）
　*2分配ロス値修正（4dB）

　評価は次の基準による受信画像の評価です。

　　A：きわめて良好　　　 B：良好
　　C：おおむね良好 D：不良
　　E：きわめて不良

59 10m

60 10m

57 10m

58 10m

55 10m

56 10m

53 10m

54 10m

備考
アンテナ高(m)など

51 10m

52 10m

調査地点 調査項目
東京局
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テレビ
神奈川

ch1 ch3 ch4 ch6 ch8 ch10 ch12 ch14 ch16 ch42

電圧 58

評価 D

電圧 56

評価 D

電圧 61

評価 C

電圧 49

評価 D

電圧 49

評価 D

電圧 66

評価 C

電圧 54

評価 C

電圧 49

評価 D

電圧 55

評価 C

電圧 63

評価 C

4.1　地上アナログ放送波受信状況調査結果表(7)

調査地点 調査項目
東京局 備考

アンテナ高(m)など

61 10m

62 10m

63 10m

64 10m

65 10m

66 10m

67 10m

68 10m

69 10m

70 10m

参考事項

電圧は次の測定値で表示しました。

　*75Ω終端せん頭値（dBμ）
　*2分配ロス値修正（4dB）

　評価は次の基準による受信画像の評価です。

　　A：きわめて良好　　　 B：良好
　　C：おおむね良好 D：不良
　　E：きわめて不良
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テレビ
神奈川

ch1 ch3 ch4 ch6 ch8 ch10 ch12 ch14 ch16 ch42

電圧 56

評価 D

電圧 80

評価 B

電圧 65

評価 C

電圧 66

評価 C

電圧 53

評価 E

電圧 61

評価 D

電圧 74

評価 B

電圧 47

評価 E

電圧 61

評価 C

電圧 64

評価 C

参考事項

電圧は次の測定値で表示しました。

　*75Ω終端せん頭値（dBμ）
　*2分配ロス値修正（4dB）

　評価は次の基準による受信画像の評価です。

　　A：きわめて良好　　　 B：良好
　　C：おおむね良好 D：不良
　　E：きわめて不良

79 10m

80 10m

77 10m

78 10m

75 10m

76 10m

73 10m

74 10m

71 10m

72 10m

調査地点 調査項目
東京局 備考

アンテナ高(m)など

4.1　地上アナログ放送波受信状況調査結果表(8)
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平成22年1月25日

NHK
総合

NHK
教育

日本
テレビ

TBS
テレビ

フジ
テレビ

テレビ
朝日

テレビ
東京

放送
大学

MX
テレビ

テレビ
神奈川

27ch 26ch 25ch 22ch 21ch 24ch 23ch 28ch 20ch 18ch

端子電圧 50.2 51.3 47.0 46.1 45.6 46.3 48.1 48.4 43.7 46.0

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 31.5 31.7 29.4 26.0 28.8 28.9 28.3 31.4 29.9 27.9

端子電圧 52.3 53.5 52.0 53.7 53.8 55.8 58.3 52.3 45.6 50.6

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 31.5 31.9 31.6 29.8 31.2 32.8 32.0 31.8 31.0 32.3

端子電圧 51.3 51.7 49.9 48.4 47.8 50.7 51.4 51.2 41.4 45.8

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 32.2 32.2 31.3 29.6 30.3 32.1 31.7 32.4 28.2 30.7

端子電圧 42.2 42.6 36.8 36.7 38.5 37.9 39.6 42.5 35.4 41.3

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 26.2 26.4 23.5 23.7 24.0 24.2 25.5 28.6 24.6 28.5

端子電圧 49.8 50.9 48.8 47.2 48.8 51.5 50.2 47.2 38.8 46.1

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 31.3 32.0 31.5 29.2 30.6 31.9 31.3 30.7 27.3 30.5

端子電圧 49.8 53.3 52.2 48.4 51.8 53.7 53.7 47.6 45.3 58.3

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 31.9 31.3 32.0 29.2 30.6 32.7 31.6 30.6 30.7 32.7

端子電圧 46.6 48.9 47.9 43.6 43.7 49.9 49.3 46.7 36.2 51.5

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 26.9 30.8 30.1 25.8 26.4 31.3 30.8 30.9 25.1 31.8

端子電圧 53.4 55.2 53.7 50.6 51.9 54.7 55.3 51.0 45.6 54.2

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 32.5 32.4 31.5 29.8 31.1 31.5 32.2 31.7 30.3 33.0

1

2

3

4

5

6

7

8

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

10m

備考
アンテナ高(ｍ)など

4.2　地上デジタル放送波受信状況調査結果表(1)

調査地点 調査項目
県域局

測定日

東京局地上デジタル局

受信局名

　　△：ブロックノイズや画面フリーズが認められる。　　　

参考事項

端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB（μv）]で表示し
ました。
放送波は64QAM：3/4モードです。

　評価は次の基準による受信画像の評価です。

　　○：良好に受信　　　

　　×：受信不能
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平成22年1月25日

NHK
総合

NHK
教育

日本
テレビ

TBS
テレビ

フジ
テレビ

テレビ
朝日

テレビ
東京

放送
大学

MX
テレビ

テレビ
神奈川

27ch 26ch 25ch 22ch 21ch 24ch 23ch 28ch 20ch 18ch

端子電圧 44.4 45.7 43.5 39.2 42.1 43.8 40.0 42.0 36.0 53.8

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 29.1 29.9 27.8 24.5 26.0 25.7 25.0 28.2 24.5 32.4

端子電圧 48.0 50.1 49.0 47.3 46.8 48.9 50.9 46.6 39.8 50.5

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 31.2 30.6 30.2 28.6 29.1 31.1 31.8 31.2 27.6 32.3

端子電圧 45.0 47.9 42.3 41.5 41.5 46.2 45.7 40.5 38.0 47.3

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 28.8 29.7 27.4 25.2 25.6 29.7 28.7 26.4 25.5 30.8

端子電圧 50.5 52.1 49.3 43.8 45.0 49.2 50.6 48.9 38.0 52.0

品質評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

等価CN比 30.3 32.0 31.4 28.3 29.5 31.7 31.7 31.1 26.9 32.2

端子電圧

品質評価

等価CN比

端子電圧

品質評価

等価CN比

端子電圧

品質評価

等価CN比

端子電圧

品質評価

等価CN比

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB
（μV）]で表示しました。
放送波は64QAM：3/4モードです。

　品質評価は次の基準による評価です。

　　○：良好に受信　　　
　　△：ブロックノイズや画面フリーズが認められる。　　　
　　×：受信不能

10m

10 10m

11 10m

12 10m

9

備考
アンテナ高(ｍ)など

4.2　地上デジタル放送波受信状況調査結果表(2)

測定日

調査地点 調査項目

受信局名

東京局地上デジタル局 県域局
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5.1 解析対象の気象局の選定について

5.1.1 検討の概要 

風害予測を行うため、長期的な風向風速の出現頻度を整理・解析する気象局の選定を行いまし

た。

本調査では、風向風速の現地調査は実施していないため、計画地の東隣りで過去に実施された

「横浜市北部方面斎場建設事業に伴う環境影響評価書」に記載されている気象データと、周辺の

気象局との類似性を検討し、最も類似している気象局について、長期的な気象データの整理・解

析を行いました。

比較した気象局は以下のとおりです。

Ａ：「横浜市北部方面斎場建設事業に伴う環境影響評価書」(平成 9 年 2 月) <計画地付近>
Ｂ：① 横浜気象台

  ② 海老名アメダス観測所

  ③ 八王子アメダス観測所

  ④ 府中アメダス観測所

（比較期間：1993 年 11 月－1994 年 10 月） 

 

5.1.2 検討結果 

(1) 出現頻度の上位の風向の比較 

北部斎場及び周辺の気象台における風配図を図 5.1－1 に、風向別出現頻度の比較表を表 5.1－1
に示します。

各地点の風配図は、最多風向の出現風向に差はあるものの、概ね南北の風向の出現頻度が高い

傾向となっています。表 5.1－１に示すように、北部斎場の最多風向は北であり、その傾向は横浜

気象台、海老名アメダス、八王子アメダスでも同様でした。また、出現頻度が第 2 位及び第 3 位

の風向は、北部斎場、横浜アメダス、海老名アメダスが南北の傾向にあるのに対して、八王子ア

メダスは西系の出現頻度が高く、違いがみられます。

表 5.1－1 風向出現頻度の比較表 

計画地
北部斎場

横浜 海老名 八王子 府中

N 北 17 26.4 23.4 12.8 5.0
NNE 北北東 14 9.3 11.5 7.4 9.6
NE 北東 7 3.4 3.8 3.4 10.3
ENE 東北東 4 4.3 1.6 2.8 3.6

E 東 3 7.3 1.4 3.0 1.7
ESE 東南東 3 5.7 1.3 3.5 2.7
SE 南東 2.5 4.5 2.2 4.7 3.4

SSE 南南東 3 5.0 3.8 8.6 5.4
S 南 12 5.9 13.5 8.3 10.8

SSW 南南西 14 8.6 7.4 2.4 6.2
SW 南西 1 7.6 1.9 1.9 1.9

WSW 西南西 0.5 1.8 0.4 1.8 1.1
W 西 1 0.8 0.3 4.3 3.1

WNW 西北西 2 0.5 0.4 10.0 4.3
NW 北西 3 1.1 1.4 12.0 6.2

NNW 北北西 12 7.1 6.9 8.0 6.0
CALM 静穏 1.1 0.6 18.7 5.2 18.8

=最多風向（１位） ＝出現頻度の２位及び３位

風向別出現頻度（％）
風向
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(2) 出現頻度のばらつきの比較 

表 5.1－2 に示すとおり、各風向の風向出現頻度の違いを数値化するために、各気象局の風向出

現頻度を北部斎場の出現頻度で除し（類似するほど 1.0 に近くなる）、その値を 1 から引いたもの

の絶対値を算出しました。この値が小さいほど、風向出現頻度の傾向が似ていると考えられます。

各風向で算出した値を、北部斎場における出現頻度 1 位（最多）～第 3 位までの風向で合計し

た場合、海老名アメダスの数値が最も低く、次いで横浜気象台、八王子アメダス、府中アメダス

となります。また、全風向で合計すると、横浜気象台の数値が最も低く、次いで海老名アメダス、

八王子アメダス、府中アメダスとなりました。

表 5.1－2 風向出現頻度の比較 

以上のことより、

① 計画地に近い北部斎場の風向出現頻度の 1 位～3 位は、横浜気象台または海老名アメダ

スでした。特に横浜気象台は 1 位～3 位が全く同じ風向でした。

② 風向出現頻度の違いを数値化すると、出現頻度の高い風向では、海老名アメダスが似て

いますが、全風向を考慮すると、横浜気象台が似ていると考えられます。

なお、気象局の設置位置からみて、海老名アメダスは地形（河川）の影響を受ける可能

性もあることから、解析の対象とする気象局は横浜気象台とすることが妥当と判断しま

した。

計画地
北部斎場

横浜 海老名 八王子 府中

N 0.0 0.6 0.4 0.2 0.7
NNE 0.0 0.3 0.2 0.5 0.3
NE 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
ENE 0.0 0.1 0.6 0.3 0.1

E 0.0 1.4 0.5 0.0 0.4
ESE 0.0 0.9 0.6 0.2 0.1
SE 0.0 0.8 0.1 0.9 0.3

SSE 0.0 0.7 0.3 1.9 0.8
S 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1

SSW 0.0 0.4 0.5 0.8 0.6
SW 0.0 6.6 0.9 0.9 0.9

WSW 0.0 2.7 0.1 2.6 1.1
W 0.0 0.2 0.7 3.3 2.1

WNW 0.0 0.7 0.8 4.0 1.1
NW 0.0 0.6 0.5 3.0 1.1

NNW 0.0 0.4 0.4 0.3 0.5
CALM 0.0 0.5 16.0 3.7 16.1

対象風向の
値合計

0.0 1.3 1.0 1.5 1.6

全風向の
値合計

0.0 18.0 23.2 23.4 26.8

※対象風向は、計画地の出現頻度１位～3位（N、NNE、SSW)

＝絶対値（1-（出現頻度/計画地出現頻度））
風向
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【横浜市北部方面斎場】

-10

0

10

20

30

40

50
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

静穏

1.1%

【海老名アメダス観測所】
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【八王子アメダス観測所】
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【府中アメダス観測所】
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(計画地の南東約 15km) 

(計画地の南西約 7km) (計画地の北西約 20km) 

(計画地の北約 17km) 

(計画地の東隣) 

【横浜気象台】
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図 5.1－1 風配図の比較 


